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岡崎トミ子（民主

党ネクスト環境大

臣・参議院環境委

員会理事・参議院

議員）　皆様こん

ばんは。お足元の

悪い中、大勢の皆

様にお越しいただ

きました。まこと

にありがとうござ

います。ただいま

から「民主党環境

シンポジウム　脱

地球温暖化戦略～

地球温暖化対策基

本法制定に向けて

～」を開催いたします。

　私は総合司会を務めさせていただきます参議院議員の岡崎トミ子と申します。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。（拍手）

　いよいよ「洞爺湖サミット」が間近に迫ってまいりました。地球温暖化を抑えるために

日本がどんな役割を果たしていくのか、何を発信するのか、世界が注目をいたしておりま

す。いろいろと議論がなされているさなかでありますけれども、民主党は昨日、地球温暖

化対策基本法案を国会に提出いたしました。このシンポジウムに間に合って本当によかっ

たなと、ホッとした気持ちでございます。そういう中で行われるシンポジウムでございま

す。きょうのこの機会を皆様とともに議論を深めていく大事なきっかけにしていきたいと

考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は皆様、最後までどうぞ

よろしくお願いいたします。

　それではまず、民主党地球温暖化対策本部長の岡田克也副代表から皆様にごあいさつを

２００８年６月５日

時事通信ホール

民主党環境シンポジウム

「民主党の脱地球温暖化戦略」
～地球温暖化対策基本法制定に向けて～

開会のあいさつ
午後６時３２分開会
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申し上げます。岡

田さん、お願いい

たします。（拍手）

岡田克也（民主党

副代表・地球温暖

化対策本部本部

長・衆議院議員）　

皆さんこんばんは。

きょうはいろいろ

ご予定もおありだ

ったと思いますけ

れども、わざわざ

ご出席いただきま

して本当にありが

とうございます。

民主党の温暖化対

策本部長の岡田克也です。

　昨日、私どもは地球温暖化対策基本法を国会に提出いたしました。実は党の中でもさま

ざまな議論がありまして、相当真剣な議論を約２カ月間いたしました。その結果として、

まとまって国会に提出することができたわけでございます。そのお披露目も兼ねてきょう

はこのシンポジウムを開催させていただきました。

　皆さんお一人お一人にとりまして、きょう時間を割いて出てよかった、何か得るものが

あった、そう思っていただけるような前向きのシンポジウムにしたいと考えております。

　さて、私自身この地球温暖化の問題、関心は持っておりましたが、特に危機感を持った

のは、昨年１２月にインドネシアのバリ島でCOP１３が開催されました。そこに出席して、特

にNGOの皆さんやあるいはEUの政治家たちにさまざまな意見をいただきました。「日本

はどうなっているんだ」、そういう趣旨の意見が多かったと思います。彼らから「累次の

IPCCの報告で科学的な結論は既に出た。あとは政治家がそれに対してどう取り組んでい

くかという問題ではないか」と言われまして、私は論理的にはなかなか反論できないなと

そのときに感じた次第であります。

　そしてこの５月にドイツに参りました。EUの取り組みはさまざま先進的なところがあ

りますが、特にドイツは非常に前向きにこの問題に取り組んでいると思います。私はまず

驚いたのは、５月の初めでしたが、アウトバーンを走ると一面真っ黄色である。どこかで

見た風景だなと思ったのですが、菜の花畑が続いているわけですね。私の地元三重県四日

市市は昔は菜の花、菜種油で有名でありまして、私が小さいころはまだそういう状況があ

ったのですが、今はすっかりなくなってしまいました。その菜の花からとれた油をディー

ゼルエンジンに入れて使っている。今バイオエタノールは非常に有名になって、その功罪

がさまざま議論されていますが、それに一歩先立ってディーゼルエンジンに菜種油を入れ

て使っている。国として本当にエネルギーの問題、温暖化の問題に真剣に取り組んでいる

ことが伝わってまいりました。そして風力発電や太陽光電池、発電のその多さです。もう
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２５年以上前ですが、

私も通産省に勤め

ておりましたとき

に新エネルギー開

発に携わったこと

がありまして、そ

のときに太陽電池

と燃料電池を中心

に絞り込みをして、

かなり国としても

お金を投じてまい

りました。しかし、

その成果もここ数

年であっという間

に抜き去られて、

今やストックベー

スで見ると太陽電池の設置量はドイツは日本の倍以上になっております。日本でもシャー

プや京セラや三洋や三菱電機といったメーカーが頑張っているわけですけれども、今やト

ップメーカーはQ-Cells というドイツのメーカーである。非常にもったいないなあという

感じがしたわけであります。風力発電も大変設置が進んでおります。そういった流れの中

で日本ももっともっと積極的に進めていかなければいけないのじゃないかと感じました。

　また、私が通産省に勤めておりましたときに、第２次オイルショックがありました。私

はそのとき石油を担当していたわけですけれども、あのときオイルの価格が上がって日本

の産業界が取り組んだその真剣さは、今でもよく覚えております。すべての生産プロセス

を分析して、どこかにムダな熱エネルギーがないか、廃熱がないか、あるいはエネルギー

の使用を石油以外のものにもっと変えられないかということを全社を挙げて取り組んだと

ころがほとんどだったと思います。その結果として、日本の石油の消費はかなり減りまし

たし、そういうふうにして省エネ構造にしていったことがその後の日本の競争力につなが

ったわけです。第２次オイルショック後は日本のひとり勝ちという時代もありました。今

の石油価格の高騰、そして温暖化の問題、これを一つのチャンスとしてとらえて、日本に

新しい産業を興していく。あるいは日本の産業は競争力を持って、今持っているすばらし

い技術にさらに磨きをかけて、世界に向かってそれを発信していく。そういう大きなチャ

ンスとしてとらえて、物事を組み立てていくべきではないかと考えております。

　きょうは会場の皆さんからも後ほどご意見もいただく予定にしておりますので、さまざ

まなご示唆に富むご意見をいただければありがたいと思います。

　私があまり長く話す必要はないと思いますので、始めさせていただきます。よろしくお

願いします。（拍手）

岡崎　地球温暖化対策本部長の岡田克也副代表でございました。ありがとうございました。

　さて、皆様に配付させていただいております資料の中に質問用紙が入ってございます。

第２部のパネルディスカッションで使わせていただきたいと思いますので、恐れ入ります
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がその前にぜひ書いてくださいますようにお願いを申し上げます。

基調講演漓 「～地球温暖化～ ２１世紀、新次元での国際競争」

岡崎　それでは、第１部の基調講演に移らせていただきます。

　初めに、国連環境計画 金融イニシアティブ特別顧問の末吉竹二郎さんから「～地球温

暖化～ ２１世紀、新次元での国際競争」と題して講演をしていただきます。末吉さん、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。（拍手）

末吉竹二郎（国連

環境計画 金融イ

ニシアティブ特別

顧問）　皆さんこ

んばんは。きょう

はこういう記念す

べき日にお呼びい

ただきましてあり

がとうございます。

日本で初めての温

暖化に関する法案

が出たということ

でありますので、

私も大変喜んでお

ります。

　本来ならば、福

田総理の懇談会の内幕をお話しするのがいいのかもしれませんけれども、きょうは少し広

い視点から私が見ております世界の流れということでお話をしたいと思います。特に私は

金融に関心がありますので、世界の金融が今どういうような状況にあるのかをお話しした

いと思っております。

　もともと私は地球温暖化問題を見るときに、これを気象現象の話とは全く見ておりませ

ん。それが原因であるのですが、今や地球温暖化問題が世界の政治を動かし始めておりま

す。もちろん経済も動かし始めております。企業経営のあり方にも非常にインパクトが出

てまいりました。もちろん我々一人ひとり、個人の日常生活にもこれから非常に大きな影

響が出てまいります。つまり社会全体にいろいろな影響が出始めておりますので、そうい

った観点から地球温暖化問題を見る必要があるのではないかと思っております。

　さらに、この地球社会は２１世紀に入りまして新しいルールをどんどんつくり始めており

ます。日本ではDe-Regulationと言っておりますけれども、私は今地球社会はRe-Regulation

の時代に入ったと思っております。古いレギュレーションは取り除かれていきますけれど

も、これから２１世紀社会が必要とする新しいレギュレーションがどんどん入ってきます。

そういったことでものを見ますと、世界では新しい次元での国際競争が始まったのじゃな

いかというふうに私は感じております。
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　例えば社会のお金の流れが変わり始めたということであります。あのブッシュ大統領率

いるアメリカは、京都議定書離脱以降全くこの問題に振り向いていないというふうに見て

おられる方がいらっしゃるかもしれませんが、私はアメリカはすっかり変わったと思って

おります。日本よりはるか先を行っているということではないでしょうか。少し最近のア

メリカの金融のお話をいたします。

　ことし４月にビッグ３の一角を占めますフォードが突然すごいことを言いました。

「２０２０年までに自分たちのつくる新車から出るCO２を３０％削減する」と言いました。これ

はビッグ３で初めてのコミットメントであります。なぜフォードがこの時期にこんなこと

を言ったかといいますと、実はバックに大きな投資家グループがあったということであり

ます。二つございまして、一つは３００の宗教団体のお金を運用している機関投資家グルー

プであります。彼らの運用資産は１０兆円を超えるそうであります。もう一つは、もともと

気候変動に非常にリスクを感じている投資家グループであります。このグループの運用資

産が５兆ドル、５００兆円であります。この二つのグループがフォードに株主提案をしてプ

レッシャーをかけたと。それを受けてフォードが、ある種のコンプロマイズだと思います

が、株主提案を引き下げさせる、ウィズドローするかわりにこういうコミットメントを出

したということであります。今や温暖化で株主が自分たちの投資資産を守るために、企業

にプレッシャーをかけ始めている。これ、ぜひ考えてください。日本の年金でこういった

行動をとっているところがありましょうか。

　実はもう一つのグループがことし２月に次のような発表をしました。これは５０の年金基

金でありますが、「私たちだけで向こう２年間で１兆円の投資を始めます」。どこにお金

を出すかというと、再生可能エネルギーにお金を入れるんだということであります。この

機関投資家グループは、このまま進むと自分たちの投資先企業の価値が損なわれる。特に

CO２排出の多い企業はどんどん価値が損なわれる。つまり株価が下がるということであり

ます。地球温暖化がもたらす被害、特に気候変動リスクを自分たちの投資のリスクだと受

けとめているわけであります。その投資のリスクを回避するには、CO２を出さないように

してほしい、あるいはCO２を出さないところにもっとお金を入れて推進しようじゃないか

ということであります。逆に言いますと、CO２を出し続けるところは、こういった機関投

資家から見るともはや長期的投資の魅力がないということであります。

　さらに、ことしの２月にアメリカの金融機関が「炭素原則」を発表しました。これは再

生可能エネルギー等にもっともっと多くの投融資をしていくと同時に、ある種の化石燃料

を焚く石炭火力発電所についてはこのままではもうお金を貸さない。実はそんな表現では

ないのですが、火力発電所に対する投融資は、従来に比べて非常に厳しいDue Diligence 

をやるということを言いました。今までどおりではお金を出さないということであります。

　なぜアメリカの金融機関はこんなことを言い始めたのかといいますと、アメリカのCO２
発生源の３分の１が石炭火力発電所です。ですからこういったことに反対の市民もたくさ

んいるわけです。そういう人たちが今金融機関にプレッシャーをかけて石炭火力発電所へ

の投融資を見直してほしいと。これが今金融機関への大きな圧力になっているのでありま

す。そういったことを受けて、このようなそうそうたるメンバーが「炭素原則」なるもの

をつくって、世の中にコミットメントを始めたということであります。

　さらに、アメリカ第２位の銀行であるBank of Americaの頭取が、自分のお客様を前に 
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して「これから皆様にお金を貸すときの審査において、皆様方が出すCO２を借金としてカ

ウントします」と言いました。負債だ、ネガティブ・アセットなんだということでありま

す。この背景にはやはり同じように石炭火力発電所への圧力もあります。

　それからこれは皆様よくご存じだと思いますが、今アメリカで多くの法案が上程されて

おります。それから昨日上院にリーバーマン・ウォーナー法案が出ております。こういう

ようなことを考えますと、アメリカにもう間もなくキャップ・アンド・トレードが入るの

だということであります。入った暁には、CO２大量排出の企業は当然それがコストになり

ます。EU-ETSをごらんになればそのとおりであります。今はただかもしれないCO２の排出

が間もなくコストに換算されるようになる。そういったことを先取りした発言ではないで

しょうか。

　こういったアメリカの議論の中でCO２を出す企業への貸し出しは、まさにサブプライム

ローン以下になるのじゃないか、こんな冗談とも本気ともとれる話が出始めているのであ

ります。

　さらに、ついこの間、アメリカの機関投資家、例えばカルパース（CalPERS、California 

Public Employees' Retirement System）、これはカリフォルニア州の公務員の共済組合で 

して、世界最大クラスの年金基金であります。日本にも数千億円の株式投資をしていると

言われております。こういったところが中心になって、連邦政府は早く規制を入れるべき

だという要求を出しました。連邦政府レベルの政策の不在は、省エネとか再生可能エネル

ギーをアメリカの中で進めていく上で投資への阻害要因になるんだと。つまり政治のフレ

ームワークができていない中で、そういうところへは投資がしづらい、早く全体的な長期

的な政治によるフレームワークをつくってほしい。

　これは後のパネルディスカッションでも議論になるかと思いますけれども、ヨーロッパ

はもう明らかに長期の方針を示しております。ビジネスにとってあした、あさって、１年

後、２年後どういう政策が出るか、変わるかどうかわからない中で長期投資をすることは

基本的にできません。１０年後、２０年後、３０年後までの国としての大きな方針を示してくれ

るところこそ、企業は安心して投資ができるのであります。ですから、こういうところで

の政治の役割は非常に重要だと私は思っております。機関投資家グループがこういった要

求を出しているのは、ビジネスからしても当然ですし、どうも今申し上げましたリーバー

マン・ウォーナー法案への援護射撃であるというようなことが出ているのであります。日

本の年金とか金融機関はこういった思い切った発言がなかなかできておりません。しかし、

日本においても間違いなくこういった流れは入ってくるのではないでしょうか。いや、む

しろ日本も、例えば公的年金・私的年金のお金の使われ方も、こういった温暖化対策の面

から見ることは非常に重要になってくるのではないでしょうか。

　それから金融から申し上げますと、お金の流れが明らかに変わり始めたのではないでし

ょうか。このお金の流れというのは要するに金もうけのためのお金であります。金もうけ

というと言い方が悪いですが、通常のビジネスの中で行われる新規投資のお金です。ニュ

ーマネーです。クリーン・テクノロジーと呼ばれる再生可能エネルギーを中心とする市場

規模は２００６年に６兆円、２００７年に８兆円、そして２０１７年には２５兆円、これからますます大

きくなるだろうというのが全体の読みであります。そういうことであるがゆえに、この分

野へのニューマネーがどんどん大きくなり始めております。クリーン・テクノロジーへの
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資金流入は２年間で２５兆円です。こういった投資ももっとふえるでしょう。５年、１０年資

本蓄積がクリーン・エネルギーの分野でなされるとしたら、これは非常に大きな産業が育

つのではないでしょうか。逆に、そういった資本蓄積がなされていない国ないし経済は、

これから非常に競争力を失っていくということであります。

　ここに「Solar Valley」と書きましたが、これはほかならぬSilicon Valleyのことであり 

ます。もうSilicon Valleyとは呼ばない。Solar ValleyないしはSun Valleyと呼ぶのだと。な

ぜならば、今シリコンバレーに、太陽光発電を中心とする新エネルギー、クリーン・テク

ノロジーへのベンチャー・キャピタルが非常な勢いで流れ込んでいる。このベンチャー・

キャピタルから新しい技術が生まれ新しいビジネスが誕生していくのだとしますと、こう

いったダイナミズムを持っていない経済や国は一体どうなっていくのかという話でありま

す。

　非常に残念なことが一つあります。「Japan Passing」と書きましたが、IPO（Initial  

Public Offering）、新しく企業を興して、それを大きくして上場する。上場することによっ

て創業者が大きな創業者利得を懐に入れると同時に、その企業が社会の持ち物となっても

っともっと大きくなっていく。それがIPO、新規上場であります。再生可能エネルギー、

クリーン・テクノロジーの分野で日本でIPOをした企業はここのところ全くございません。

おそらく２００１年前後に１社だけ日本であったそうです。統計が少し古いのですが、２００５年、

２００６年の２年間だけでも欧米の資本市場では６０件行われております。あの有名な中国のサ

ンテックも上場しております。

　こういったのを皆さんどう考えますか。確かに日本では新エネルギー分野は、既存企業

が新しい分野を広げるという意味でやっていきますが、必ずしも新規上場が必要ではない

と思います。でも、例えば中国のこういった分野の新規企業がなぜ東京市場で上場しない

のでしょうか、できないのでしょうか、しようとしないのでしょうか。明らかに今、日本

の資本市場は海外からは全く魅力がないと見られているのではないかと思います。こうい

ったことではたして日本はいいのでしょうか。日本の企業が自分のマーケットでもうIPO

をしない、海外の新しい有力企業が、日本のキャピタル・マーケットを通り過ぎて、ヨー

ロッパやアメリカで上場をしていく。そこで資金調達をしていく。こういったことは日本

にとってプラスでしょうか。

　さらに東京は、かつてニューヨーク、ロンドンに並んで世界の三大金融都市、金融マー

ケットをつくろうということすらありました。今、ある調査によりますと、東京は世界で

第１０位であります。１０位というのは、皆さんが想像するようなごく普通の都市よりもはる

かに東京が劣後しているということであります。こんなことではたして日本は２１世紀にど

う競争していくのかということであります。

　私は地球温暖化問題を単なる気象現象の問題ではなくて、新次元の国際競争だと申し上

げました。そのことをもう一回違う観点から申し上げますと、将来も含めて世界各国が打

ち出すさまざまな温暖化政策は、本来であればなかなか打ち出しにくかった、でもやらな

ければいけない政策を打ち出すための大きな手段になり始めている。「温暖化」という名

前を使って、本来であればなかなか言い出せなかったことを言って国を変えていくのだ、

経済のあり方を変えていくのだ、産業のあり方を変えていくのだ、こういったようなこと

での動きになっているのじゃないでしょうか。
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　この温暖化問題、特に低炭素経済や低炭素社会を目指そうということであれば、このこ

とは社会全般、国家全般にかかわる、すべての分野にかかわる政策の見直しが必要になっ

てくると思います。こういった広い意味での総合的な長期戦略を「温暖化」をテーマに考

えて実行できる国こそ、２１世紀前半の世界のリーダーになるのではないでしょうか。

　この温暖化に取り組むに当たって初期コストが大変だ、余計なことなんだ、面倒くさい

んだ、そんなのやめてくれという対応で取り組むのか。むしろ、厳しい新次元での国際競

争に生き残っていくために、「温暖化」をテーマに何をしなければいけないのか、何をす

べきなのかといったことを真剣に議論する国こそ、２１世紀に残っていくのではないでしょ

うか。

　一つだけ例を申し上げます。ドイツは、岡田さんがご訪問されたそうでありますけれど

も、こんなことを言っております。２０２０年までに４０％削減する、あるいは再生可能エネル

ギーへの依存率を１８％ぐらいに引き上げると言っております。２０２０年というとあと１２年あ

ります。１２年の間にドイツがこの目標をことごとく達成したと思ってください。とすれば

２０２０年においてドイツはどういう国になっているのでしょうか。明らかに低炭素経済の足

がかりをつかんでいると思いませんか。あるいは低炭素社会への第一歩を大きく踏み始め

ている、そういう国になっていると思いませんか。

　とすれば、もし日本がそういった低炭素社会や低炭素経済への進行ができていないとし

たら、２０２０年においてわが国はそのドイツとどうやって競争するのでしょうか。政治はも

ちろんであります。経済はもちろんであります。個人の生き方も含めてそうであります。

低炭素社会を目指して世界が競争を始めた中において、日本がどうやって残っていくのか

ということであります。

　非常に端的な質問を申し上げます。「２０１５年に温暖化も含めて世界をリードしている国

はどこだろうか」、こういう議論を海外の人とすると、間違いなく出てくる名前は三つで

す。中国、アメリカ、EU。皆さん、こういう状況でいいと思われますか。２０１５年あるい 

は２０２０年に世界をリードしているのはこういう国々なんだと。こういうことで日本の若者

が夢を持つ国に我々はできるのでしょうか。中国、米国、EUの３極体制ではなくて、日

本が当然４極の一角を占めるんだ。そういうようなことでの温暖化対策を衣に着る新しい

政策を、この国は打ち出していくべきではないかと思っております。

　もはや地球社会は上限のあるCO２排出の時代に入りました。地球が吸収できる能力以上

に永久にCO２を出し続けるわけにまいりません。世界が目指しているのは、早く地球の吸

収力内に我々の排出を抑え込もうということです。としますと、我々の経済や人間活動を

制約するのが大きくCO２の排出量ということが出てまいりました。私はその時代を「CO２
本位制」と呼んでおります。これは私の造語ですが、決してネガティブな意味ではありま

せん。排出できるCO２をもって最もベネフィットを生む国・産業・企業・地域こそ、これ

から最も栄えるものになるのだ。としますと、はやりの言葉で申し上げますと、どの国が、

どの産業が、どの企業が、あるいは個人も含めて、カーボン・イフィシャンシーを最も高

めるようになるのか。カーボン・イフィシャンシーあるいはカーボン・プロダクティビテ

ィを最も高くする国・産業・企業こそ、２１世紀をエンジョイしていく国になるのではない

でしょうか。

　そういった中では「CO２を出すのは、悪いことだ」「CO２を減らすのは、よいことだ」
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という、きわめて単純ですが、非常に明快な価値基準がこの社会の中に組み込まれていく。

そういう時代が始まろう。いや、既に始まっているのではないでしょうか。ぜひ私ども日

本もこの低炭素社会を目指して本当に新時代を切り開いて、新次元での国際競争の中に日

本が残っていく、そういった高い志と強い決意を持ってこの問題に対応すべきではないか

と思っております。

　「最後の木が死に、最後の川が毒され、最後の魚を採ったとき、人はお金は食べられな

いと気づくのだ」、これは私が大変好んで使う１９世紀アメリカの先住民の言葉であります。

どんなにすばらしい携帯電話を持っていても、おなかがすいて携帯をかじることはできま

せん。

　ご清聴ありがとうございました。（拍手）

岡崎　末吉竹二郎さんにたくさんのキーワードをいただきながら「～地球温暖化～ ２１世紀、

新次元での国際競争」と題してお話をいただきました。ありがとうございました。

　続きまして、京都大学大学院経済研究科准教授の諸富徹さんから「排出量取引制度導入

の必要性」と題してご講演をいただきます。

　諸富先生、よろしくお願いを申し上げます。（拍手）

基調講演滷 「排出量取引制度導入の必要性」

諸富　徹（京都大

学大学院経済研究

科准教授）　皆様

こんばんは。京都

大学の諸富です。

どうぞよろしくお

願いします。

　私のほうは排出

量取引一本に絞り

まして、いただい

た時間の中でお話

をしていきたいと

思います。

　実は私は大学院

生のころに環境税

の研究から出発を

いたしまして、現在排出量取引の研究もしているわけです。環境税の研究をしてまいりま

してなかなかもどかしく思っていたのは、例えば環境省が環境税の提案を２００４年、２００５年

にされましたが、環境政策の体系的なプログラムを打ち出す政党がなかなか出てこなかっ

たということです。

　ところが、民主党が今回は地球温暖化対策基本法案ということで、「基本法案」という

名前がついていますが、非常に体系的なプログラムを出された点に特徴があると思います。
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排出量取引創設というのも実はその一要素として入っているわけですが、これだけではな

くて、税も含めた非常に体系的なプログラムを出されたことは、私自身非常にうれしく思

いますし、感慨深く思っております。

　また福田ビジョンについての報道も出ておりますが、こういう形で日本の政党間でより

よい政策をめぐって競い合うメカニズムが働くことが、ひいては日本の政策の質を高めて

いくことにつながっていくのではないかと思います。

　私自身も１９９０年ごろドイツ

に留学しておりましたが、感

心したのは、既に１９９０年の時

点で全政党が環境税導入を掲

げて総選挙を戦っていたわけ

です。結局導入は遅れまして、

社会民主党のシュレーダー政

権が成立した１９９９年にようや

く導入されることになるわけ

です。いずれにせよ、環境税

の導入自体はいいことである

という政党間合意が成立した

時期は、ドイツではかなり早かったわけです。

　イギリスでも同じように保守党と労働党の間で一種のコンセンサスはあって、あとはど

の程度いい政策を出すか競うことで、むしろ有権者を引きつけようとしている。こういっ

た姿がようやく日本でも根づきつつある。今日はそういう意味では非常に記念すべき日だ

と思います。

　さて、私自身の話の内容に入りますけれども、なぜ排出量取引が必要なのかということ

です。ここは議論するまでもないことですが、IPCCの報告やスターン報告やいろいろあ

りまして、炭素の排出をこれからドラスティックに減らしていく。京都議定書で１９９０年比

マイナス６％はもちろんのこと、それ以上に減らしていく必要性が出てきている。

　ところが日本の現状はこういう形で、むしろ増加をしています。とりわけ電力部門でも

石炭火力発電の寄与が非常に大きくて顕著な増加が見られるわけです。そこでやはり炭素

に価格づけを行っていく必要があるという主張を私はしていきたいわけです。

　例えば自主行動計画主要７業種における排出動向を見ていただきますと、これは直接排

出でとっておりますので、もちろん電力に関するダブルカウント分はございます。これは

大体１０％増となっているわけですが、経団連の方のご指摘を見ましても、ダブルカウント

を差し引いても４％増だそうです。問題は、４％増か１０％増かということを超えて、これ

からは大量排出のセクターからの排出をいかに減少させていくか。そうでなければなかな

か脱炭素社会・低炭素社会への道は切り開かれないという点にあるわけです。

　そして国際合意がどうなるかということがこれからCOP１５まで含めて議論されていくわ

けですが、やはり産業セクターからの排出を減らすことなしには、日本全体として福田ビ

ジョンに盛り込まれるといわれる長期的には６０～８０％減という目標はとても達成できない

わけです。このことは家庭や運輸の部門において排出削減必要なしということを意味する

7
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わけではなく、もちろん必要ですが、やはり直接排出で見ますと６割を占める産業・エネ

ルギー転換部門、こちらからいかに減らすか、これは非常に重要な課題であります。

　そこで私もここ半年以上にわたって経団連の方々やその傘下の方々と何度も議論してま

いりました。自主行動計画ではだめなのかということですが、やはり私自身は問題がある

と思っています。京都議定書の約束期間の範囲内はともかく、それを超えて日本が非常に

ドラスティックな排出削減をこれから求められていくときに、自主行動の継続では非常に

難しいであろう。

　時間の関係ですべての点について議論をすることを省きますが、問題点２として、これ

から量的なタームで削減を迫られていく世界に入るわけですから、自主行動計画では原単

位目標を許容していますが、原単位で目標を改善したとしても、生産量がふえれば結局は

CO２の排出量はふえてしまう。したがいまして、やはり排出量取引に移行することによっ

て、量的なタームで排出量をコントロールしていくという世界に入っていく必要はないだ

ろうか。

　問題点３として、経済学者として非常に不思議に思うのは、自主行動計画では努力する

者が経済的に報われる仕組みになっていないわけです。フォローアップの席で「よくやっ

た」というふうにおほめの言葉をいただくことは可能でしょうが、市場メカニズムの世界

において、環境に対して努力することが経済的にも報われる世界をつくることは、これか

ら成長と環境保全を両立していくためには非常に重要なことではないか。

　そして問題点４として、これからドラスティックな削減をしていく中で、少しでも安い

費用でその目標を実現していくことも非常に重要なポイントだと思います。

　そういう意味で自主行動計画から排出量取引に移ることには非常に大きな利益がありま

す。一番大きなのは総量をしっかりコントロールできる。もちろん全セクター、運輸や家

庭まで含めるのはなかなか難しいわけですが、少なくとも大口の排出源に関してはこの排

出量取引のコントロールの範囲内におさめることが可能である。そして先ほど言いました

費用効率性の改善、排出量取引をやるとなぜ費用効率性が達成できるかという詳しいお話

は今日はいたしませんが、これが達成される。そして技術革新へのインセンティブも働く

ということです。

　そもそも排出量取引制度に関して産業界の方がなかなか納得されない一つの大きな理由

は、公平な排出枠配分は困難ではないかという点にあります。排出量取引というのは人工

的なマーケットを立ち上げるわけですから、通常のマーケットに所有権が設定されていな

いところに新たにある種の所有権を設定する。それがまさに排出枠を配分することになり

ます。これが公平にやれるのかということは常に問題提起されるわけです。私から言わせ

れば、「じゃあ自主行動計画はどう公平なのか。外部から検証されるような形で公平な基

準が設けられているのか」と逆に問題提起をさせていただきたいのですが、いずれにせよ

こういった点が必ず議論されてまいります。

　これまで行われている排出量取引の中では、「グランド・ファザリング」「ベンチマー

ク」「オークション」という三つの方式があります。前の二者が無償で行われるものであ

り、オークションというのが有償で行われるものです。大なり小なり三つの方式のいずれ

かの組み合わせという形でやられています。

　公平ということを議論するならば、「排出量取引を入れることで公平な配分なんてどう
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せ無理」と、最初から批判する入り口論にとどまるのではなく、「どういう公平性をあな

たは議論しているのですか」ということが問題だと思います。こういう公平性ということ

を考えた場合には、例えばグランド・ファザリング方式がいいのか、ベンチマークがいい

のか、個別に具体的に議論していく段階に入っているのではないかと思います。

　仮に排出量取引が理論的には望ましいとしても、現実にヨーロッパで行われているEU-

ETSは非常に失敗したものではないかという批判も行われているわけです。あれは一種失

敗したものだ、だから失敗したものを日本があらためて繰り返す必要はないのではないか

ということすら言われているわけです。実際に第１期が２００５年～２００７年に行われたわけで

す。そして第２期が２００７年～２０１２年。第３期、これは方針が発表されているだけですけれ

ども、２０１３年～２０２０年。確かに第１期に数々のEU-ETSは失敗をしているわけで、そこは

これを支持している我々も皆認めている点です。第１期のキャップといわれる総量が非常

に甘く設定された。そのために２００６年春に価格暴落が起きた。こういったことは確かにあ

るわけです。そしてグランド・ファザリング方式を用いて最初は無償で排出枠を配分した

わけですが、これがさまざまな問題を生むやり方であった。これも実は皆認められる点で

す。

　ところが、それを排出量取引の本質と見るのか、あるいは改善可能な問題だと見るのか

によって、実はその後の行き先が変わってくると思うのです。これを批判される方は「だ

から排出量取引はだめなんだ」。そして場合によっては「自主行動計画のほうがよっぽど

ましである」という結論が出てくるわけですが、私はそうは思いません。むしろ排出量取

引の問題点、とりわけEU-ETS第１期で起きている問題は、ある種、EU-ETSのもとで採用

された制度に特有のものであって、これは実は改善可能です。第２期で既にある程度の改

善が行われております。例えば総量は既にかなり厳格になっています。２００５年度比でマイ

ナス５．７％、こうやってグッと締めたことによって需給が締まり、価格は直近４月１８日段

階で調べると２６ユーロ前後である。現在これよりももう少し上がっております。ほぼ緩や

かな上昇傾向ですが、かつての乱高下はなくなっております。

　初期配分は、依然として基本的に問題の多いグランド・ファザリング方式によっていま

すが、ベンチマーク方式の活用の増大、そして現在は最大１０％を上限としてオークション

方式が用いられるというこ

とになっております。

　これが価格動向を示した

ものであります。青で示し

ました２００７年物の価格変動

の激しさは確かにそのとお

りでありまして、２００６年春

には、排出枠の過剰配分が

明らかになったことによっ

て価格がドーンと落ちたわ

けです。それから２００７年物、

第１期で流通している排出

枠は第２期へ持ち越せない
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ために、無価値になります。これがなぜ青の線が最後はゼロになっているかという理由で

あります。

　しかし、ピンクの２００６年春にドーンと落ちたものについては、先ほど説明しましたよう

に、排出枠がギュッと締まったことによって価格はむしろ安定化し、緩やかながら右肩上

がりで安定、２０～２５ユーロ前後で推移しているということです。

　そして実は、排出枠が持ち越せない問題というのは、排出枠取引の期間を第１期とか第

２期と区切ることによって、最後は排出枠の価値が無価値になってしまうことから生じて

しまうのですが、この問題は今後解消されていくことになります。つまり、第１期から第

２期、第２期から第３期に移行するごとに期間が長く設定される傾向があります。第２期

は２００８年～２０１２年です。次が２０１３年～２０２０年ですから、どんどん期間が長くなることによ

って、ある程度こういった問題が解消されていくと見ることができると思います。

　EU-ETSの指令案では、さらに２０１３年以降はオークション方式を全面的に用いていくこと

が打ち出されております。先ほどから何度も言及されているリーバーマン・ウォーナー 

法案でもオークションを全

面的に活用していく。オー

クションを入れることによ

ってグランド・ファザリン

グ方式という特有の初期配

分の方式のもとで起きてき

た問題は、かなりの程度解

決を見ていくということが

明らかになりつつあるわけ

です。第１期のEU-ETSで

指摘されたさまざまな問題

は解決不能な、そして排出

量取引に本質的な欠陥であ

るという批判がなされたわ

けですが、実はそうではな

くて、かなりの程度この制

度は改善へ向けて努力が行

われているし、実際にそち

らのほうへ世界は動いてい

るということです。

　「こういった排出量取引

を入れると産業の国際競争

力が失われる」、これは非

常に大きな批判点でありま

す。今から少しその影響を

お見せしたいと思います。

　これは環境省で現在行わ

(2)

(1)
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れています検討会において、東北大学の明日香先生がイギリスのケンブリッジグループの

方法論をほぼ踏襲する形で実際に計算された絵です。日本でこれを適用するどうなるか。

棒のようなものが縦に描かれています。なぜ棒状になっているかというと、棒のトップは

排出枠を全量オークションでやった場合のコスト影響です。付加価値に占めるコスト増加

の比率がどれぐらいであるか。やはり全量オークションでいきますとかなり大きな影響が

出る。それに対して、棒の下限は無償配分のときの影響を示しています。ここから分かる

のは、無償配分で初期配分を行った場合の影響はかなり限定的だという点です。ここから

言えるのは、無償配分をやれば経済影響はかなり抑えられる。そして有償配分をやった場

合、影響は出るけれども、実は影響する産業は結構特定化できるということです。電力、

セメント、鉄鋼が非常に影響が大きいわけです。こういったところは確かに排出量取引が

もたらす影響を考慮し、制度設計を考える必要があるだろうと思います。

　横にGDPをとり縦にその影響をとったということで並べたものでも、同じような傾向が

出ております。国際競争力ということを考える場合に、産業がすべからく普遍的に影響を

受けるわけではなくて、かなりでこぼこがある。特定の産業はきわめて大きい影響があり、

ここには手当てをする必要があるけれども、その他の産業については比較的穏当な影響で

済む可能性が出ております。

　さて、「日本の排出削減

ポテンシャルは『乾き切った

ぞうきん』、あるいは『絞り

切ったぞうきん』のごとき状

態であって、もう削減ポテン

シャルはない」という話もこ

れまたよく出ます。しかし、

スウェーデンに本社を置く

エネルギー会社のヴァッテ

ンフォール（Vattenfall）が世

界の削減ポテンシャルを表

した図で、削減ポテンシャル

のいろいろなオプションが

示されているわけです。コストの安いものから高いものへ、左から右へ並べているわけで

す。左は下のほうへ棒がおりておりますが、これはコストがマイナスである。逆に言えば、や

れば得をするオプションです。初期投資こそかけなければいけないが、それによってエネ

ルギーコストが軽減できて、数年で回収できて、あとは逆に得をしていく。このような削

減オプションがまだ使い尽くされずにかなりの程度残っている。これを利用するだけでか

なりの程度削減できる。さすがに７ギガトンあたりから右はコストをかけなければいけな

いわけです。

　これはその図をもう少し圧縮して、これから世界で２０５０年半減ということを考えていく

場合に、大体４５０ppmぐらいまで落とさないといけないという話があります。このときにど

れぐらいの価格づけをすればよいのかということを示しております。４０ユーロ前後の炭素

に価格づけをすると、それより費用の小さいオプションがオレンジ色で塗られているわけ
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です。企業は削減コストと排

出枠価格を比較するわけです。

４０ユーロぐらいの価格がつけ

ば、排出枠を買うよりも自分

のところで削減オプションを

使って削減したほうが安いと

いうのがオレンジです。もし

炭素に価格がつくと、経済合

理性から言って削減を実行し

たほうが経済的に得であると

いう世界が成立してくるわけ

です。なぜ価格をつける必要

があるかというのは、こうい

う理由で説明されます。

　日本は今まで世界で最も優

秀な削減技術を持つと言われ

てきました。しかし、ここ１０

年停滞をしているのではない

でしょうか。既に追いつかれ

つつあると言うことができま

す。

　日本がこれから排出量取引

をなぜ入れるのかということ

を考えた場合に、確かに岡田

さんが冒頭でおっしゃったよ

うに、石油ショックのときに

非常に真剣に取り組んだため

に、石油ショックまではGDPの伸びとエネルギー消費の伸びがほぼ並行だったのですが、

石油ショックのときの努力のおかげで切り離されるわけです。それ以降は同率では伸びな

くなったわけです。これは日本経済の非常にすばらしい点です。ところが、脱炭素社会に

入るということは、GDPがふえても炭素排出が減るという世界に入らないといけない。も

う一歩の努力が必要です。そのためにやはり排出量取引が必要だと思います。

　最後に結論ですが、私自身は環境規制の強化は経済に打撃であるという「環境か経済

か」の世界をやはり超えていく必要があるだろうと思います。民主党のプログラムはまさ

にそこをねらっていくものではないかと見ております。低炭素社会・脱炭素社会の中にこ

そ日本の利益があるのだという見方をしていく必要があると思うのです。もちろん脱炭素

社会への移行はコストを伴いますが、単に気候変動リスクを制御できるだけではなくて、

化石燃料依存を減らすことは日本にとっても外交的・政治的・地政学的な立場を強化する

ことに一つはつながるわけです。そしてある種の新たな産業革命に匹敵するものを我々自

身が引き起こしていく。その中に新しい日本の産業利益を見出していく。これが非常に重
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要なポイントだと思います。私自身は、こういった社会変革に積極的にコミットすること

によって新しい社会を切り開いていくことが必要だと思いますし、今、そういう決断をす

る時期に来ていると思います。

　以上で私のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手）

岡崎　排出量取引制度導入の必要性について、諸富徹様からご講演いただきました。あり

がとうございました。

　第１部をここで終わらせていただき、１０分間の休憩後、第２部に移りたいと思います。
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岡崎　それでは、パネルディスカッション「地球温暖化防止に向けた日本の役割」を始め

てまいります。特定非営利活動法人の気候ネットワーク代表の浅岡美恵様、先ほどご講演

をくださいました末吉様、諸富様、そして岡田本部長の４名でパネルディスカッションを

していただきます。（拍手）ここからはコーディネーターの福山哲郎参議院議員にバトン

タッチしたいと思います。民主党の地球温暖化対策基本法案を本当に大車輪で岡田本部長

と一緒になってつくった福山哲郎参議院議員でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。（拍手）

福山哲郎（民主党

政調会長代理・地

球温暖化対策本部

事務総長・参議院

議員）　皆さんこ

んばんは。福山で

ございます。どう

かよろしくお願い

申し上げます。

　今日はこんなに

たくさんの方々に

お集まりいただい

て大変感激をして

おります。さらに

言えば、先ほどの

末吉先生と諸富先

生の話が非常に良いお話だった一方、とても難しかったので、このパネルディスカッショ

ンは少しわかりやすい表現も含めてやっていきたいと思っております。

　冒頭ご紹介をさせていただきます。先ほどのお二方の先生に加えて、パネリストとして

お越しいただきました気候ネットワーク代表の浅岡美恵先生でございます。（拍手）末吉

先生、諸富先生、そして岡田克也本部長ともどもにパネルディスカッションを始めたいと

思います。

　まず、浅岡先生から１０分ほど、現状についてのご認識等々についてお話をいただければ

と思います。よろしくお願いいたします。

浅岡氏より問題提起

浅岡美恵（気候ネットワーク代表・弁護士）　皆様こんにちは。私は本業は弁護士ですが、

市民の立場から温暖化に取り組んで１０年を超えました。１９９７年の気候変動枠組み条約第３

パネルディスカッション
「地球温暖化防止に向けた日本の役割」

第２部
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回 締 約 国 会 議

（COP３）の京都

会議から１０年を超

えてしまったから

であります。本日

はNGOの立場か

らの今日の問題の

とらえ方をお話さ

せていただきたい

と思います。

　先ほど末吉先生

は、温暖化を止め

るために、CO２排

出を自然の吸収量

の範囲内にとどめ

なければいけない

とおっしゃられました。これからも温暖化は避けられない状況ですが、この温暖化の進行

をどこかでとめようという試みであります。温暖化が進みますと、最近の例ではミャンマ

ーに見られるように、サイクロンなどが巨大化するなど大きなインパクトがもたらされ、

特に貧しい地域に災害を生んでいます。地震に対しては、地震に揺らがないしっかりした

家をつくり、早期に避難警報を出す、ということしかできないのですが、温暖化問題では

ハリケーンなどの巨大化を防ぐこともできる、それをやろう、というのが政治の責任だと

思います。私たちは、政治の方々と一緒にやりましょうと申し上げているところでありま

す。

　既にずいぶん温暖化していることはお感じになっていると思いますが、今後、どのレベ

ルで温暖化を止めようとしているのかといいますと、２襄程度の気温上昇にとどめること

ができるだろうかという瀬戸際にあるのです。これまでの流れでは、４襄、５襄、６襄も

上がりかねない。こういう瀬戸際なのです。１００年に１度の気温上昇は、南に１５０袰移動す

ることに値します。この距離感を持ってイメージしてくださればと思います。

　そこで、NGOやEUは、工業化の前から２襄未満の気温上昇にとどめるための国際的な

取組みを求めてきました。昨年１２月、インドネシア・バリでのCOP１３の会議で、京都議定

書を批准している国の会合で決めたことは、世界全体で、これから１０～１５年のうちにピー

クを迎え、今世紀の中ごろには現状から半減よりも大きく削減し、吸収量と見合うところ

まで減らす。そのために先進国は、２０２０年までに９０年比で２５～４０％減らすことが必要との

認識が共有されました。それでも、２．８襄の上昇が想定範囲内です。だから、どうしても

やらなくちゃいけない。

　この図はそうした世界の流れ、世界の排出経路、そして日本のような先進国がとってい

くべき道筋を示したものです。２０５０年の削減目標、２０２０年の削減目標が焦点となっていま

すが、それだけではないのです。これらの中長期のポイントだけでなく、道筋が大事なの

です。途中で増加しても、その後下げればいいということではなく、これからはずっと削
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減の経路を辿っていく

のだということを、今、

私たちはしっかり受け

とめることがすべての

出発だと考えておりま

す。今２０歳の方は、人

生の終わりまでこの道

です。「右肩下がり」

の道を、我々は今まで

の感覚でとらえて、内

心で拒否するところが

あったかもしれません。

しかし、炭素排出量の

右肩下がりは決して暗

いものではなく、先ほどの末吉先生のお話にありましたように、新しい産業や新しい暮ら

し方、新しい発想が求められ、それらを生み出す、ある意味で創造的なチャレンジの時代

である。そこにめぐり合わせた若い人たちは、やりがいがある時代に生きることになるの

だと考えることができます。私たちはそのように提起し、そして、「やりましょう。やれ

ますよ」と先導していただくのが政治の役割だと思っています。日本は、まだ、このよう

な発想に立てていないのかもしれません。それで、日本の長期目標も定まらず、ましてや

中期目標はどうなるのかわからないという状況にあるのですが、世界は既に数年前から、

危険な気候変動を防止するためのバックキャスティングの時代に動いておりました。

　ヨーロッパの流れは先ほど諸富先生からもお話がありましたが、域内排出量取引制度を

実行に移し、かつさまざまな政策をパッケージにして、まさにこうした経路を実現するた

めの政策を法律にして、確たる社会のシグナルとしようとしております。EUとしてだけ

でなく、イギリスやドイツは国内の仕組みもつくっており、EU-ETSの対象外の排出源対

策も具体化させ、イギリスはClimate Change Bill、気候変動法案と呼んでいますが、世界

で初めて気候保護法が近々成立する予定ですし、ドイツでも具体的にそうした動きが起こ

っています。アメリカは、州レベルで取引制度などの制度化が動いていますが、リーバー

マン・ウォーナー法案が一番よくまとまった法案としてよく知られています。来年の連邦

議会では、次期大統領のもとで必ずや、ブッシュ政権とは全く違う政策が現実化するでし

ょう。

　私たちは、その法案を勉強いたしました。勉強するだけではなくて、皆様と共有したい

と思いまして日本語に直しました。（翻訳した法案を掲げて）とっても小さい字で書いて

ありますが、このように厚い冊子で、気候ネットワークで頒布しています。先日、福田首

相にお会いしたときに、この冊子を差し上げました。「これを見てください。この重さを

感じてください」。これだけのことが世界の国々で動いているということであります。

　これを地図に表しますと、このようになります。それぞれの国でしっかりした中長期の

目標を設定し、その実現のために詳細な取引制度の設計をけんけんがくがくの議論もし、

仕組みをつくってきています。EUは加盟国間責任やオークション収益の配分についても
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詳細な議論をしています。

ヨーロッパだけではなく

て、アメリカに加えて、

オーストラリアも２０１０年

からEU型の取引制度を

開始すると決めて、既に

動き出しています。先進

国の中で何もないのはロ

シアと日本だけになって

しまいました。日本はロ

シアとは立場が違います。

こんなことでいいのかと、

お感じになられると思い

ます。

　そういう日本がＧ８の洞爺湖サミットの議長国となるわけです。福田首相も、今ヨーロ

ッパを回られまして、周りから聞いていることとは空気が違うなあと思われたかもしれま

せん。２００９年１２月にデンマークであるCOP１５で、京都議定書の第２の約束期間に当たりま

す２０１３年以降の枠組みを決める。そこでの課題は、「先進国の目標と約束」「途上国の行

動」「先進国から途上国への資金や技術の移転」「貧しい国々の適応への支援」、大きく

この四つです。残された時間はわずか１年半しかありません。洞爺湖サミットではせめて

先進国の中期目標に目途をつけたいところですが、日本の道筋が決まらないため、リーダ

ーシップがとれるだろうかと懸念されています。

　しかし、この洞爺湖サミットは、日本の政策を世界のトップレベルにジャンプさせると

てもいい機会です。このジャンプの機会を逃せば、先ほど末吉先生がおっしゃられたよう

な困ったことがさらに倍加するわけであります。これは最大限使っていただきたいと思い

ます。

　日本は交渉の流れを妨害する国の一つになっています。Ｇ８環境大臣会合での議長サマ

リーで、抽象的ですが幾つかの前進的がありました。例えば、国内排出量取引制度は有用

であるとか、中期の目標が必要であるとかは、すべて、日本に向けられたものだと受け止

めました。

　今、一番の焦点は、日本が独自に主張している中期目標設定のための「セクトラル・ア

プローチ」です。セクター別に、総量ではなくて効率を比較し、先進国も途上国も横串で

共通の目標にしようとすることのようでもありますが、日本の中期の総量目標との関係で

は、原単位目標と予定生産量をもとに予定される削減量を積み上げてそれぞれの国の中期

目標にしようとするもののようです。Ｇ８環境大臣会合で、このような効率によって積み

上げられた削減量は、科学の要請から２襄の気温上昇に抑えるために必要な削減量には足

りず、そのギャップを政策で埋めなければいけないと総括されています。福田ビジョンに、

この点がどのように反映されるのか、私は大変注目をしていますが、心配もしているとこ

ろであります。
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　また、政府として、排出量取引の導入に動きそうな様子が見えてまいったかと思います。

しかし電力や鉄鋼業界の皆様は、諸富先生からご紹介いただいた、総量でのキャップを前

提とする制度ではなくて、エネルギー効率単位のような、イギリスで既に破綻した仕組み

にしようとしているようです。このあたりもこれから注意して見ていきたいと思います。

　気候ネットワークでは、気候保護法を提案いたしました。この活動を評価いただきまし

たことを大変うれしく思います。私たちは、これから、気候保護法の制定を求める広い市

民の運動をつくっていきたい。そのためのキャンペーンのキャッチフレーズとして、若者

から、「Make the Rule」という名称があがっています。若い人たちはこういう発想で、 

共感を持って見てくださっているようです。詳細は、別途、機会がございましたらご紹介

させていただきたいと思います。

　ありがとうございました。（拍手）

福山　浅岡先生は気候ネットワークの代表でいらっしゃいますが、１９９７年のCOP３のとき

もずっと京都の会場にいらっしゃいました。私も国会議員になる１年前でございまして、

実はその会場におりました。私の選挙区は京都ですので、浅岡先生ともずっとおつき合い

をさせていただきながらこの問題に取り組んできました。

　地球温暖化に疑う余地はありません。過去１００年の間に世界の平均気温は０．７４襄上がり 

ました。そして最近の１２年間のうちの１１年は、１８５０年以降の地球の気象の中で最も暑い１１

年でございました。いろいろなところで異常気象も起こっています。浅岡先生からお話も

ありましたが、この問題は生態系の破壊をとめることと、そして国際的なルールづくりと、

両方に対する取り組みだと思っております。

　そのような認識の下、民主党は、昨日、地球温暖化対策基本法案を提出させていただき

ました。実はいろいろなところから反対の声もあったと岡田本部長がおっしゃっていまし

たが、半年以上にわたる議論の中で法案をつくりました。岡田本部長のリーダーシップあ

ってのことだと本当に思っております。ここで、その基本法案の中身について岡田本部長

から皆さんにご紹介をさせていただきたいと思います。

地球温暖化対策基本法案の概要について

岡田　私のリーダーシップではなくて、私は怖い顔をしてにらんでいただけで（笑）、あ

とは皆さんがそれぞれいい結論を出していただいたと思っています。

　お手元に「地球温暖化対策基本法案の概要」というのがありますので、それに沿いまし

てきわめて簡単にご説明をしたいと思います。

　１番の「趣旨」のところですが、いろいろ書いてありますが、基本的にこの法案の骨格

は、中長期的な排出量の削減目標を設定する。その目標達成のために具体的手段、すなわ

ち国内排出量取引制度、温暖化対策税、新エネルギー等の利用促進の措置などを講じて、

環境と経済の両立、地球環境・生態系の保全を図る、こういうものであります。

　基本理念のところに四つ書いてあります。「ライフスタイルの変化等を通じた低炭素社

会の実現」「国際社会に対する積極的貢献」「わが国にとってのエネルギー安全保障への

寄与」「技術開発・普及の促進」。

　こういったことを基本理念として、これからは具体的中身ですが、中長期目標、これは
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先ほど来いろいろ議論が出ておりますが、２０２０年までに１９９０年比で２５％削減する。わが党

としては参議院選挙の前に２０％削減という数値をマニフェストに書きました。ただ、バリ

島の会議でも２５～４０％というのが国際的ないわば常識となりつつある中で、２５％という数

字を掲げさせていただきました。実態を見ると、なかなかこの数字は厳しい数字だと思い

ます。現実に「２０１２年６％削減」がほぼ不可能な状況の中で、それから短期間に２５％まで

行くというのはかなりの努力を要します。しかし、今すぐ対策を講ずることでこのことは

可能であるというふうに判断して、２５％という数字を掲げさせていただきました。

　そして２０５０年までのできるだけ早い時期に１９９０年比６０％超の削減を目指す。福田総理も

２０５０年については６０～８０％という数字を福田ビジョンの中でお書きになる可能性が高いと

報道されています。６０～８０％というのは、COP１３でも出てきた数字であります。法律に書

くとなると、「２０５０年までのできるだけ早い時期に、１９９０年比６０％超の削減」という書き

方になります。６０％削減を達成した後、さらに２０５０年に向けて６０が７０、７０が８０と、そうい

うことを含んで「２０５０年までのできるだけ早い時期に６０％削減」ということを掲げました。

　もう一つ、新エネルギーについて２０２０年までに一次エネルギーの供給量の１０％にすると

いう目標も掲げさせていただきました。

　基本的施策として、漓から潼まで書いてありますが、漓から澁までご説明をしたいと思

います。

　まず漓は、排出量取引制度の創設。２０１０年度からこれを動かすというふうに考えており

ます。そのためには直ちに取りかからなければならないということになります。
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　滷温暖化対策税の創設。これは今、党の中で具体案を詰めているところですが、来年度

からこれをぜひ創設したいと考えております。

　澆新エネルギーの利用の促進。先ほどの一次エネルギー供給量の１０％という目標に向け

て具体的な、例えば固定価格買取制度などを考えていくということであります。

　潺は技術革新。中長期的にはこれが非常に重要だということになると思います。

　潸は省エネ、そして澁はCO２の見える化、排出量情報等の公表であります。

　こういった具体的な政策の骨格をこの基本法案に書きました。それぞれの制度設計はそ

れぞれの法律をこれからつくってやっていくことになるわけです。

　最後に、セクター別アプローチということですが、セクター別アプローチの中身がいろ

いろであります。我々は、セクター別に積み上げた数字を全部積み上げて国の目標数値に

しようという気持ちは持っておりません。ただ、セクター別に国ごとに、例えば鉄鋼業な

ら鉄鋼業、CO２の排出という観点から見た効率性はかなり違います。そうであれば、そう

いったことを国際的に一つの基準で考えていくことも有用だと思いますので、「有効性及

び国内外における普及について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」、

こういうふうに書かせていただきました。

　政府が中期目標についてどうするかということに私は非常に注目しております。中期目

標を書くのか書かないのか、それがどれだけの数字になるのか。もし中期目標で２０％とか

２５％削減ということを書くのであれば、基準年次を我々は１９９０年ということで書いており

ますが、基準年次をいつにするのかを言わないと数字の意味はありません。そういったと

ころがはたして閣内でコンセンサスが得られるのかどうか、非常に注目しているところで

あります。２０５０年の長期の目標は非常に重要ですけれども、具体的に政治的に意味を持つ

のは２０２０年という中期目標だと思います。２０５０年、長期的にこうしていくということは大

事ですが、私も１９５３年の生まれですから、２０５０年には９７歳になってしまいます。政治家と

して、そんな先のことだけではコミットしたことにはならないのだろうと思うわけです。

今生まれたばかりの子どもたちは、２０５０年には４０代から５０代というまさしく働き盛りであ

ります。しかし、彼らには今投票権はありません。したがって、そういった世代のことを

しっかり考えて我々は今行動しなければならないのだと考えているところであります。

　以上、私どもの法案の概要の概要をご説明させていただきました。

ディスカッション

福山　ありがとうございます。岡田本部長の言われた基準年の話は非常に重要でございま

して、去年からずっと「２０５０年までに半減」と政府は言っておりますが、これはいつから

半減させるのかと聞いても、実は国会でも全く明らかにされません。この点は、これから

の国際交渉で非常に重要だということで、岡田本部長からの指摘があったのだと思ってい

ます。

　我々の申し上げている基本的施策は、どの項目一つとっても議論になると思うんですが、

今日はせっかく３人のパネリストの先生方がお越しなので、わが党の法案についての評価

を、甘口・辛口両方含めて一言ずついただければと思います。

諸富　実はこの１０年の評価という話は後で出るのかもしれませんが、ずっと先送りの１０年
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だったと思うんです。そういう意味では、これまで先送りされてきたものがここですべて

入ったとも言えるものでして、その点ではこの法案を非常に高く評価したいと思っており

ます。基準年も今岡田さんがまさに１９９０年ということを言われたわけですが、“京都議定

書不平等条約説“によると、１９９０年を基準にしたこと自身が日本にとって不利であるとい

う議論もあり、実際、その後日本の排出量はふえているわけです。ですから、むしろ基準

を直近にずらし、ふえたところからの出発のほうが日本にとっては楽であるということも

わかっていながら、あえて基準年を１９９０年に設定されたという点も非常に野心的なことだ

と思います。

　そういう意味で民主党のこの法案は、何が現実的に可能かというところから積み上げる

という発想ではなくて、あえて高い目標を掲げて、そこへ到達するために何をすべきかと

いうことを考えていく、そういう非常に重要で興味深い、期待したい法案だと思います。

福山　大変高く評価をしていただいて、お気を遣っていただいてありがとうございます

（笑）。では、末吉先生よろしくお願いいたします。

末吉　法案としてこういうのができたこと自体大変すばらしいことだと思いますが、あの

アメリカですらもう１０本以上の法案ができているそうでありますので、そういったことで

は大変評価をしたいと思います。

　私自身、日本の長期政策、温暖化政策は三つの視点が重要だと思っております。一つは、

国際社会と危機感が共有できていること。つまり目標観が共有できているということであ

ります。同じポジションに立って議論をするのだ、努力をしていくのだということが重要

であります。そのことからしますと、ここに挙げられているさまざまな目標数値は、世界

と一緒に議論のできるレベルのものである。そういったことで大変評価したいと思ってお

ります。

　それから私が重要に思っておりますのは、国民が全員参加するというシステムを日本へ

持ち込む必要がある。これは負担も含めてであります。そういった視点とか、あるいは先

ほどのお話で申し上げましたとおり、これは国際競争ですから、日本がこの競争に負ける

わけにいきません。どうしたら国際競争に勝てるのか、この視点も非常に重要であると思

っております。ですからそういったところをこれからもう少しふやしていただければと思

います。

　それから私が関心を持っております金融の分野、今世界のお金の流れが変わり始めてお

りますので、日本のお金、日本の社会のお金の流れをどう変えていくのか、これは非常に

大きなパワーを発揮すると思いますので、そういったところへの配慮もぜひしていただけ

ればと思っております。

　あとは地域振興です。日本の第一次産業が今非常に苦境に陥っております。農業、水産

業、林業です。こういったところの衰退と地域の衰退とを重ねてみますと、非常に寂しい、

残念な状況にあると思いますので、温暖化政策をとる中でどうやって笑顔を取り戻すよう

な地域にするのか、この視点も非常に重要だと思っております。

福山　重要なご指摘をありがとうございました。浅岡先生、よろしくお願いいたします。

浅岡　私は弁護士という仕事柄思うのですが、法律になるということは、社会の基本のル

ール、ベースのルールができるということであります。この温暖化については、あわせて、

今回の法案にもありますように、長期の気候を安定化させていくためにこういう道筋なん
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だというビジョンとかメッセージを国民に提供しますし、それが法律になっていくという

ことは国民みんながそれを共有することでありますから、我々がどこに向かっていくのか

ということを考え、大きな方針転換をしなければいけない出発だと思うわけです。

　ぜひともこうした長期のビジョンに基づいて、かつ大きな削減を達成できるように社会 

・経済の枠組みを変えていく柱立てをここに１３本書いてくださっていますが、大きなもの、

少し補足的なものがあろうかと思いますが、しっかりした柱立てを盛り込んだ骨格が示さ

れる。これは日本のこれからの取り組みの出発だと思います。わが国でこうした議論がで

きる、まずここが出発点、本当に歓迎をしたいと思っています。

　ただ、若干の点を申しますと、私どもNGOの立場から提案しているところから見ますと、

さらなる削減が必要なのではないかという気持ちを伝えたいと思います。

　それから法案の中で、私は法律家だから感じるかもしれませんが、「必ず守らなければ

いけない、達成しなければいけない、拘束力のある目標なんだ」ということが伝わるよう

な、２０５０年は若干努力目標に見えているように思いますが、そのあたりの拘束力性を言葉

の中に入れていただき、理念のところも「排出の抑制」という言葉にとどまっているのは、

「削減」としっかり入れていただくとか、少々細かい点はあります。でも、とても歓迎さ

れます。

　ただ、この１３の柱立ての中にないものの一つとして、私は１点だけお願いしたいと思う

のは、情報基盤の整備というのは非常に重要であります。現在の地球温暖化対策推進法の

情報基盤の整備のための制度はとても不十分ですので、取引制度を導入するについて活用

できるものではありません。直接排出で把握ができませんし、出したくない事業者は出さ

なくてもいいみたいなことになっておりますので、出発としてその仕組みも入れていくと

いう点はお願いしたいと思います。

　それから、こうして民主党から出していただくことが各政治の世界にも大きくインパク

トを及ぼし、各党の動きを加速すると思いますが、最終的には法律になるには国会全体の

少なくとも過半数を占めないといけない。それも衆議院、参議院ともに。やはり各党とと

もに連携して法案化していくという意味でのご努力もお願いしたいことと、もう一つの点

は、こうした目標を共有していくための市民との連携というところで、私たちもキャンペ

ーンをやっていくのですが、またご相談したいなと思っているところでございます。

福山　岡田本部長、今何点かご指摘をいただいたことも含めてお答えをいただければと思

います。

岡田　大変難しい、厳しいご意見をいただきましたが、若干わかりやすく申し上げたいと

思うのは、この問題は、産業革命以来の石炭や石油という化石燃料に依存した経済発展か

ら、基本的にそれを転換するという非常に大きな話、人類の歴史の中できわめて大きな話

だということが根底にあるということです。化石燃料に依存しない経済発展あるいは私た

ちの豊かさというものを目指す、そういう非常に大きな試みであるということが一つです。

　そして、この温暖化の問題、きょうもたくさんの皆さんに来ていただいて、関心を持っ

ていただいている方は非常に深く理解をしていただいているわけですが、あまり関心のな

い方もたくさんいらっしゃる。それはやはり政治の怠慢だと反省しております。今回この

法案を出したことで、それを一つのきっかけにして、やはり国民的な関心を高めていかな

ければいけない。例えばゴミの分別収集一つとっても、日本人というのは理解すればきち
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っとできる国民だと私は思うわけです。しかし、温暖化の問題については、その重要さは

まだきちんと理解されていない。そこをアピールする、説明する中で、国民運動をもっと

もっと起こさなければいけないと思います。

　先ほどネクタイを外しました。このクールビズも発想としては悪くなかったと思います

が、これが温暖化とどうつながっているかというのが必ずしも伝わっていないと思うので

す。一つのファッションとしてはいいと思うのですけれども、そういったことを伝える責

任が私たち政治の側にあるということであります。

　あと２点だけ。我々はマーケットをつくり出すという発想にも立っているわけで、先ほ

ど太陽電池の話もありましたが、日本自身が大きなマーケットをつくり出す中で産業の発

展を促進する、その結果として雇用もふえる、あるいは日本の経済成長にもつながる、そ

ういう発想は非常に重要だと思っております。

　最後に、地域振興のお話をご指摘いただきました。私も全国を回っていて、自然エネル

ギーとかバイオとかになりますと地域興しに直結する問題だと思います。ドイツに行って

も、旧東ドイツの地域で新エネルギーについての産業が非常に進んでいるわけです。地域に

行けば木がたくさん生えていますし、使われていない田畑もたくさんありますから、そうい

うところを利用しながら、さまざまな地域興しと自然エネルギーやバイオの活用をかみ合わ

せた一つの成長モデルがつくれるのではないかと思っています。

福山　ありがとうございます。若干法案にかかわった者として言わせていただきますと、

浅岡先生の言われた市民グループとの連携、国民への告知や啓蒙も含めてということで、

実は澂に「政策形成への民意の反映」という項目を入れさせていただきました。しかし法

律ですから、これを具体的にどのように仕組みとしてつくっていくかということが、我々

の法律を通してからのチェックの仕方になります。そこは我々としては肝に銘じていかな

ければいけないと思いますし、CO２の見える化の話を岡田本部長からご説明をいただきま

した。これはまさに、例えば電気料金の検針票とか請求書に「CO２が何トン」と表示する

ようになれば、それぞれの家庭で減らす気分が盛り上がってくるとか、それから先ほど末

吉先生のお話にありました株価への反映について言えば、企業のいろいろな財務諸表の中

にCO２の削減というのをどのように盛り込んでいくかということも視野に入れて我々とし

ては法律に書かせていただきました。

　しかし法律は、細かくいくところは全部政令・省令事項になっていきますので、我々と

してはそのことも含めて、今いただいたご指摘に対応していきたいと思います。

　今日は専門家の方ばかりでございますので、若干いやなことも含めて、質問をしたいと

思います。例えば、先ほどから金融・投資の話が出てきています。末吉先生にお伺いをし

たいのですが、この議論になるとあちこちから「マネーゲーム化するのではないか」「投

機になるのではないか」「CO２みたいに形のないものに価格をつけてどうするのだ」とい

った批判があります。このような批判が経済界も含めてあちこちから出てくるのですが、

このことに対してどのようにお考えでしょうか。

末吉　非常に重要な問題提起だと思いますけれども、今、世界の金融機関、あるいは広く

金融という世界で申し上げますと、大きな反省をしつつあります。それはなぜかと言いま

すと、スターン・レポートにもございますとおり、この温暖化をもたらしたのはマーケッ

トの失敗だという言い方があります。キャピタル・マーケットを含む市場経済が失敗した
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からこそ、こういう状況になったのだと。とすれば、温暖化対策をとっていく上では、市

場をもっと規律正しいものにしていく必要があると。特に金融の中で申し上げれば、お金

の使い道をもっと考えようという話であります。銀行に預けた預金が一体どこに使われて

いるのか。環境破壊に使われているのか、CO２をガンガン出す企業に使われているのか、

それとも環境保全に回っているのか、CO２を減らす新しい産業に回っているのかというこ

とであります。

　ですから私が冒頭申し上げたのは、今、例えば年金基金の世界で申し上げれば、そこが

お金の投資先を変えようじゃないかと。新しい価値基準を持ち込もう、お金だけじゃない

価値、すなわち環境、社会的責任、ガバナンスを大事にして投資判断を決めていこう、こ

ういう新しい風が吹き始めております。これは非常に大きな流れになると思います。何せ、

年金基金は世界の株の４分の１を持っていると言われています。大株主です。今の資本主

義は「年金資本主義」と言われるくらいです。そこが今、動き始めますから、日本だって

うかうかしていられませんよ。だって、日本の上場企業の株をたくさん持っているのは海

外の年金基金ですから。そこが行動を始めます。株主総会に出てきて提案をします。です

から、これは大きな変化を生み出します。

　マネーゲームですけれども、今、世界のどんなマーケットであれ、金融手法が入って

いないマーケットはありません。ただモノを売ったり買ったりするだけで済んでいるマ

ーケットというのは、基本的に非常にローカルな小さなマーケットです。大きくなれば

なるほど金融手法が間違いなく入り込んでいます。株だってそうでしょう。為替だって

そうでしょう。いろいろな商品取引だってそうですよ。今、世界の市場を動かしている

金融手法を、仮にそれがマネーゲームなのだという批判であれば、私は当たらないと思

います。株だって、どのマーケットだって、実際に金融手法による恩恵を受けているの

が現実であります。

　ただし、マネーゲームが実体以上の価格をつくることは誰一人望んでいません。もちろ

んそういうことは排除されなければいけないわけです。例えば今、世界のカーボン・クレ

ジットの市場を見てみますと、ある統計によりますと、実際は８割くらいは相対取引だそ

うです。つまり売る人と買う人が直接やり合っている。つまりここには基本的にマネーゲ

ームが発生する余地はありません。本当に必要な人が必要なところから買っている。

　じゃあ実際に相手が見えない中で売買している、例えば東京の株式市場と同じように、

マーケットに売ってマーケットから買う、間に仲介があるところは２割くらいであります。

ところが、その２割の世界の片側に、金融が入っている、金融機関が相手になっているの

が非常に多いということであります。もし、そのことをマネーゲームだと言うならそれは

マネーゲームかもしれませんが、実態はこういうことなのです。皆さん、モノを売ったと

きにいつもこういうことを心配しませんか。モノを売って渡したのだけれども、相手が本

当に代金を払ってくれるのだろうか。あるいはお金を持っていてちゃんと払う意思があっ

て、買う約束をしてお金を渡したのに、モノが本当に来るのだろうか。そういう心配をす

ることはないですか。

　つまりモノを売る、買うということには、正しくモノが渡される、正しく代金が支払わ

れる。これは反対方向で非常に重要なことですよね。どちらが欠けても取引は成立しませ

ん。とすると、相手が本当にモノを渡してくれるのか、相手が本当に支払いをしてくれる
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のかを誰が保証してくれるのですか。だから市場側に、その市場の取引の相手に、例えば

金融機関が出るわけです。そうすると、見も知らぬ人にモノを売ったり、見も知らぬ人か

らお金をもらうよりは、世界の金融を相手にするほうがよほど手間暇も省けるというもの

じゃないでしょうか。とすると、金融がこういう売買の相手方どちらか片側につくことは

ある意味ではきわめて自然なことであります。そういうことをマネーゲームと言うのは、

たぶんすべての市場における実態がわかっていないはずであります。

　最も極論で言いますと、マーケットに参加している１００人全員が「売りだ」と言ったと

きに、マーケットは成立するのでしょうか。値が毎日下がるだけですよね。でも１人だけ

でも、ここは「買いだ」と思う人がいると、９９対１でも値が成立しますね。それは本当に

マーケットにとって不都合なことなのでしょうか。

　そういうようなことを考えますと、マーケットの制度の本来求めている機能を本当に大

事に思う話と、そのマーケットが時たま起こすいろいろな事件・事故、それをとらえてマ

ーケットの本質が本当にだめだと言うのとは、少し議論が違うと思いませんか。私はそん

なふうに感じております。

　マーケットには規律は必要です。何でもできるマーケットというのは本来あり得ません。

ですからマネーゲームは当然排除されなければいけませんけれども、仮にその言い方の中

に、物づくりでなきゃ参加できないとか、金融が入るのはおかしいという議論をされるの

は、今すべての方が世界のマーケットの中である種の恩恵を受けていることを、みずから

否定することにもなるのではないかと思います。ですから、もう少し広い意味での議論を

していく必要があるのではないでしょうか。

福山　そのマーケットに関係する排出量取引市場なのですが、諸富先生に、先ほども若干

コメントをいただいたと思うのですが、もう一度確認をしたいと思います。国内排出量取

引制度の導入に当たっては「公平な配分ができないのではないか」という批判がたくさん

あります。またもう１点は、先ほどの話とつながるのですが、結局マネーゲームになって、

本当の意味でのCO２の排出量の削減にはならないのではないか、お金だけの売買になるの

ではないかという批判があります。このことについてどのようにお考えでしょうか。

諸富　公平な配分というのは、排出量取引市場を創設することに伴って必ず通過しなくて

はいけない関門になります。そして排出量取引制度を導入するとすれば、制度が成功する

か失敗するかを決める一番重要な要素がいわゆる初期配分、あるいは初期割当と呼ばれる

問題ですよね。ここで、初期配分が公平に行えるかどうかという点を論じようとすれば、

まずどういう公平基準を採用するのかを議論しなければいけないのです。公平な割当など

できないという言説は、「公平」とは何かをまず論じること自体を封じているのです。

「入り口論」と私が呼んでいるのはそういう意味です。例えば経団連の皆さんは、どうい

う公平を頭の中に置いて「公平など無理だ」とおっしゃっているのですかと、まず問いた

いのです。そこから議論が始まると思うんです

　先ほどのプレゼンテーションの中で大急ぎで言及したので、説明を詳しくしませんでし

たが、グランド・ファザリングという配分方式は、各企業の過去数年間の平均排出実績の

ようなものをとるわけですね。その数字に基づいて無償で配分してしまいますので、これ

までの既得権益をほぼそのまま比例的に認めましょうという意味で、ある種の公平観念に

かなうということですね。そうだとすると、直近でたくさん排出している人はたくさん排
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出枠をもらえてしまう。逆に、過去に結構努力をして排出を減らしている企業は、グラン

ド・ファザリングだと小さな排出枠しかもらえない。これは過去の排出削減努力を反映し

ていないという意味で不公平なのではないか。これは別の基準を立てると、一見公平だと

見えるものも不公平になってしまうという事例です。

　その問題をどうするかという場合にベンチマークという話が出てきまして、既に達成し

ている効率性、「原単位」という言葉でも呼ばれますが、生産単位当たりの排出量という

基準をとってそれを相互比較しましょう、それを反映させましょうということなのですが、

これをやると過去の排出削減努力が反映されることになります。

　こういった形で、まずどういう公平かを議論していく中で、やはり最大限納得できる公

平性というものを見出していく努力の中で初めて制度設計ができていくのではないか。

　では、なぜ自主行動計画はそこをギリギリ詰めることなくうまくいっているかというと、

私から言わせれば、やはり目標そのものが甘い。ですから、２０１３年以降本当に減らすとき

に、業界内の調整が本当にできますかということですね。やはり今後大きな削減を実行し

ていくときには今のような議論をしっかりしていく局面が絶対に出てくる。いずれにせよ、

公平性の基準をちゃんと立てて議論していく必要があると思います。

　二つ目のマネーゲームに関してですが、お金だけが移動していて本当に削減にはつなが

らないのではないかという批判、これは確かにその側面はあります。EU-ETSなんか見ま 

すと、第１期では逆に排出がふえているではないかというわけですね。これはもう答えは

一つで、いかに政府がきちっとキャップを締めるか、そこにかかっているわけですね。第

１期のEU-ETS（２００５～２００７年）、これはやはり制度の立ち上げで産業界との交渉の中で制

度導入というのがおそらく最優先されたこと。そして導入可能性、許容可能性を重要視し

て、どうしても排出枠を甘く配分せざるを得なかった。さらにデータが整備されていなか

ったという問題まであるわけですね。ですから正確な排出量は実はわかっていなかった。

こういう幾つかの原因のためにEU-ETSは理論上の優れた性質を発揮できていないのです。

　しかし、トライ・アンド・エラーをやるところが彼らのなかなかすごいところで、「あ

れはある種の実験でした」とEU-ETSの人たちはもう言ってしまっているのです。日本で

は「制度を立ち上げるからには失敗できないのです」と政策担当者がよく言います。確か

に失敗しないに越したことはないのですが、ヨーロッパのすごいなと思うところは、まず

やってみて、だめなところは改めていくという点です。

　アメリカもある種の実験をやっているのです。州が先行して、後から連邦が来る。これ

が日本にはなかなかないところで、北東部の州がやる、カリフォルニアがやる、そして最

後に連邦がやる。既にRGGIオークションが始まりますよね。オークションもいろいろと

問題が起きてくるでしょう。しかし、その教訓はきっと後に何か制度設計上活かされてく

るのです。

　日本はそういうことをやらないで、入り口論でどうのこうのと言っていながら、結局、

自分たちでやってみて学ぶことはない。こういうのは非常にまずいなと私自身は思いま 

す。

末吉　今のお話に１点つけ加えたいのですが、今、我々は排出量取引制度という言葉で議

論していますが、これはキャップ・アンド・トレードですよね。キャップをかけて、その

かけたキャップを全体で最も効率よく実行するためにトレードを許しているということで
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すから、ここで我々が注意しなければいけないのは、キャップの問題をトレードの問題に

しちゃうのは間違いなんですね。トレードの問題をキャップの問題にしちゃうのは間違い

なのです。ですから、実際に削減できるのかできないのかの話は、基本的にキャップが受

け持つ機能だと思います。そこで決まったキャップを、全体の中で最も経済効率的にやる

にはトレードという制度があったほうがいいですよねという議論です。それを、トレード

にキャップのあり方の責任を負わせて「おかしい」と言うのはやめたほうがいいと思いま

す。

　一つだけ例を挙げますと、株式は新しく株を発行したときに、その株を買った人のお金

が会社に入ります。資本金に入ります。でも、会社に入るのは１回だけですよね。後は、

その株は持ち主が転々とするじゃないですか。これはマネーゲームなのですか。これは資

本市場で企業が資金調達するのを非常に阻害しているのでしょうか。そうじゃないですよ

ね。新株を発行したときに買う人は、将来流動性を持っていつでもマーケットで売れるか

ら安心して買うのです。次が売れないのであれば、誰も買いません。

　それと同じように考えれば、最初のカーボン・クレジットを買う人は、次に売れるかも

しれない、流動性があるから今買ってもいいのだという人もたくさんいるはずです。です

から次のトレード、流通の問題と、最初の、実際に減らした枠を買うわけですから、そこ

は現実に減っているわけですよね。そこを混同していくと、ちょっと議論がわからなくな

ると思います。

福山　なるほど。今、非常に整理をされたような気がしますが、実際にイギリスの気候変

動法案とかアメリカのリーバーマン・ウォーナー法案などを訳されて、現実の制度設計が

法律上どうなっているのかをずっと見てこられた浅岡先生、今の議論も含めたコメントと、

日本の制度設計に当たっての注意事項等あればコメントいただきたいと思います。

浅岡　キャップ・アンド・トレードである必要があるのです。トレードだけではだめです。

キャップがなければ価格がつきません。この当たり前のことがなかなか受け入れられなか

ったのは、日本だけではないのですね。イギリスで最初に取引制度を導入したときも、抵

抗した業界があったのです。総量のキャップがあって初めて値がつくわけですが、そうし

た人たちは、「原単位の目標によるトレーディング」を求めました。生産量など活動量に

対するエネルギー消費量や二酸化炭素排出量を指標とするもので、日本の経団連自主行動

計画に近い形でトレーディングをしようと。といっても、総量の削減を約束するものでは

ありませんから、結局は削減量を評価することができなくてその仕組みは破綻してしまっ

たわけです。

　今、日本の産業界の方がいやだというのは、やはり総量の排出枠、キャップなのですね。

最近の報道を見ますと、強く反対をしていた電力や鉄鋼業界の方も、世界の流れに押され

て国内排出量取引制度を受け入れざるを得ないかもしれないときに、総量のキャップでは

なく、原単位での取引制度、それも目標を自主的に設定できるものを考えているようです。

これでは取引制度の意味がありません。

　環境省が取引制度のキャップのかけ方、排出枠の入れ方で四つのパターンを提案してい

ますが、第４のパターンよりもよりキャップ性のないものです。産業界は、「そういう制

度であれば、いいよ」と乗ってくる可能性があると思います。しかし、ヨーロッパにおき

ましても、オーストラリアにおきましても、アメリカにおきましても、そんな仕組みを取
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り入れているところはどこもないわけです。日本だけ、「産業界が強くキャップに反対す

るので」とそんな形で始めますと、世界の取引制度と全くリンクができない、ガラパゴス

島の取引制度、になってしまいます。このようなものが日本型取引制度であれば、取引制

度を導入したとはいえません。

　対象事業所等のキャップにつきましては、ヨーロッパ・アメリカの制度では、EUの委

員会とかアメリカ政府として強い意思を持って削減枠を決めています。アメリカの法案は

２０５０年まで、国全体の枠の量を今決めようとするものです。毎年の排出枠が何トンなのか

決まっているわけですね。ヨーロッパも２０２０年までの目標を定めますが、取引対象事業所

はその後も年１．７％ずつ減らしていくことが予定されています。これは、事業者や国民に 

明確な指針を与えようとする強い政治的意思のあらわれです。

　日本でも、削減の大枠をしっかり定めることがまず必要です。それを各排出源－企業や

工場にどのように配分するのかというところで公平性の議論が出てくるわけですが、日本

の場合は特別に恵まれた条件があると思います。というのは、経済産業省は省エネ法によ

って１９９４年から大規模エネルギー消費事業所に報告させてきています。燃料別消費量はも

とより、省エネ設備投資の内容、投資資金、そのことによるエネルギー効率の改善、生産

高などです。「先に取り組んだ努力の評価」を求める企業の情報が経産省にあるわけです

ので、日本の場合は、過去の実績の一定割合でグランド・ファザリングをして、これまで

の削減努力分を評価してもらいたいと思う事業所に申出制度を設けて、根拠があるかどう

かを経産省が判断する仕組みを設ければ、これで十分公平に評価ができると思います。こ

れこそ日本型初期配分方式となるでしょう。

　ヨーロッパはそうしたデータを十分に持っていなかったわけです。持っている国もある

でしょうが、域内統一のものは持っていなかった。アメリカは一定あります。アメリカの

リーバーマン・ウォーナー法案には、早期対策行動に最初の５年間だけ排出ボーナス枠を

予定しています。１９９４年にエネルギー消費に関する法律が導入され、初期努力をしている

事業所に特別排出枠を与える仕組みを入れている。日本は公平な配分に使えるデータベー

スをもっているのですから、各国のモデルとなるものをつくれるのではないかと思ってい

ます。

福山　今の浅岡先生のお話を聞いて若干ホッとしたのですが、我々は決して、産業界とか

経済界がマイナスになっても温暖化対策を優先する、と声高に主張しているわけではあり

ません。先ほどの岡田本部長からのお話も含めて、経済成長、豊かなライフスタイルを実

現しながらいかに削減するかという工夫を考えたいと思っています。

　今のお三方の話を受けて、岡田本部長、どんなふうにお感じになったかお聞かせくださ

い。

岡田　要するに炭素に値段をつけて、いわゆる「炭素本位制社会」といったものを目指し

ていくということだと思うのです。そういう中で国内の公平な配分というのは、何が公平

かということを議論するためにも早くスタートさせたほうがいいと思います。

　ただ、今のお話を聞いていて一つ、産業界が非常に気にしていることで私もそれなりの

理由があると思うのは、やはり国際的な比較の問題ですね。それぞれ同じ、鉄なら鉄、あ

るいは電力なら電力を起こすのに当たって、日本でつくるのと、インドでつくるのと、中

国でつくるのと、アメリカでつくるので、それぞれCO２原単位が違う。日本は最もすぐれ
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たCO２原単位で鉄をつくる。他の国はたくさん CO２を排出しながら鉄を生産している。 

それを同じマーケットで競争するということになると不公平じゃないかと。これは論理と

して私もよくわかるというか、そういう議論が出てくることは理解できるわけです。国内

のキャップをかぶせるときにそういうことをどういうふうに織り込んでいくのか。国際的

に一つの基準になることが一番いいわけですけれども、それは長期的な目標であって、短

期的には難しいとすれば、そういう国際的な競争というものを国内のキャップをかぶせる

ときにどう考慮に入れていくのかというのが非常に大事なところだと思います。そのため

にも早く制度をつくるという前提で議論を始めないと、そういう議論もできないというこ

とだと思います。

福山　我々の２０１０年度からの国内排出量取引制度の創設については、早過ぎるのではない

かという議論があります。しかしながら、京都議定書の第一約束期間が終わった２０１３年以

降の創設ということになれば、これから５年も先の話になります。その間におそらく世界

ではいろいろな議論や試行が進んでいく。そのときのルールづくりに対して、先ほど岡田

本部長が言われたように、早く国内の制度をつくって、試行錯誤をして、公平なルールを

つくったほうがいいという考え方で我々は進めています。また、浅岡先生が言われたよう

に、経産省の努力も含めてちゃんとしたデータを持っているのだから、それだけ世界に対

してアドバンテージを持てるという思いがあり、早く準備をしたいということでこの法案

の中に盛り込ませていただきました次第です。

質 問 に 答 え て

福山　もう時間が迫っておりますし、実は質問もたくさんいただいております。さらに言

えば、先ほどから専門的なお話ばかりだったので、ちょっと政治的な話もしておかないと

いけないかなと思っております。質問をいただいた中から私がピックアップさせていただ

いて、それぞれの先生にお答えいただきながら最後の時間を過ごしていきたいと思います。

　わかりやすい質問をいただいたので、岡田本部長にお伺いをします。「今回、民主党か

ら提案された法案について、どこまで本気で通そうと考えているのか。出して満足してい

るのではないか。少なくとも参議院では可決させるのか」（笑）、非常に直截的なご質問を

いただいております。岡田本部長、よろしくお願いします。

岡田　できたことに多少満足もしておりますが（笑）、それで満足し切っているわけでは

なくて、これからこの法案をもとにしっかり国会で議論をしていきたいと思います。残念

ながら国会は閉じてしまいます。もう少し延長されるかという気持ちもありましたが、閉

じてしまいます。だけど、政府の中でもサミットに向けてこれから具体的な議論が始まり

ますので、この法案を我々は一つの議論のたたき台として、政府ともしっかりと、あるい

は与党ともしっかり議論をしていきたいと思います。既に我々の法案に触発されて、「こ

ういうものは必要だよな」という声は与党の中にもかなりあるように聞いております。サ

ミットが終わってもそれで話が終わるわけではありません。次の国会が８月末には召集さ

れると言われておりますが、ここではこの問題を最大のテーマにしなければいけないと考

えております。参議院だけではなくて衆議院でも、できれば超党派でこういったものがで

きれば一番いいと思いますし、できなければ、それは政権交代してやる、こういうことで
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ございます。

福山　大変強い決意があらわれておりましたので、我々も頑張りたいと思います。

　また幾つかいただいております。これもわが党の法案についてなので、岡田本部長にお

伺いしますが、「新エネルギーの導入目標１０％、低過ぎないか。もう少し野心的なのでも

いいのではないか」。もう１点、先ほど岡田本部長からも言及いただきましたが、「ドイ

ツの固定価格買取制度についてはどのように評価をしているか」、この２点について、お

願いできますでしょうか。

岡田　低過ぎるというご議論は、ドイツなんか見ていると当然そういう議論が出てくると

思います。ただ、我々は足元も見なければいけない。１０％以下でなければいけないと言っ

ているわけではありませんので、さらにそれがふえていくのであればよりよいことだと思

います。我々も永遠の野党だったらどんどん高い目標を掲げて法律をつくればいいのです

が、実際に政権を取ったときにこれでやるという決意で考えておりますので、そこは理解

をしていただきたいと思います。

　固定価格買取制度は、党の中で今議論中であります。確かに固定価格買取制度を採用し

ている国で自然エネルギーの導入が非常にふえているという事実もありますので、我々も

そのことを踏まえながらしっかり議論していきたいと思います。今のRPSで電力会社が買

い取るというやり方も、枠を大幅に拡大すればあるのかもしれません。そういうことは党

の中でしっかりと、どちらがいいのかさらに議論していきたいと思っております。

福山　次に諸富先生にご質問ですが、わが党の法案にも関係するのですが、「環境税と排

出量取引制度の両方を導入すると産業界・企業には相当な負担になる。制度設計に当たっ

てこの二つの補完関係、バランスをどう考えたらいいのか」ということについて、過剰な

産業界の負担という視点も含めてお答えをいただけますでしょうか。

諸富　この法案の中には二つ並んでいるわけですよね。確かに、この関係がどうあるのか

が詳細に書かれていない。実際にこれを動かしていく、あるいは同時進行で考えていくと、

絶対に関係が問題になってくると思います。例えばヨーロッパの場合だと、排出量取引の

枠内に入ったセクターは基本的には大口の排出源ですから、そこからの排出の制御は排出

量取引制度に任せる。ただ、税もかける。しかし、排出量取引で一応管理されているので、

そこは仮に税をかけるとしても大幅に割引いた、例えばイギリスであればフル税率の２０％

にする。ただ、それ以外のセクターについてはフル税率で環境税をかけるという形で、量

的にコントロールするところと、価格でコントロールするところを分ける。ある種の役割

分担をして整合性をとるということですね。一番極端なケースにおいては、排出量取引に

入っ他セクターはもう適用ゼロ税率にしてしまうという手ももちろんあるわけです。そう

いうことを考えた場合に、やはり家庭や運輸のセクターをどうやってこれから管理してい

くのかというのが大きな問題になっていくと思います。

　今回、揮発油税の問題が非常に議論になりました。ちょっとおもしろかったのは、負担

が目に見える形で変動するときには、皆さん結構敏感に価格に対して反応されるというこ

とが、今回、大きな実験としてわかった。これまで「環境税を入れてもあまり効果ない

ぞ」という批判が非常にあったのですね。微々たる価格の変化だとたしかに影響ないので

すが、大きな価格変動が目に見える形で生じる場合は、実は皆さんかなり敏感に反応され

る。そういう意味では、税を家庭や運輸対策の一つの手段として使っていくというオプシ
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ョンはあり得ると思いますし、そういう区分けをこれから考えていかれてはいかがかなと

思っております。

福山　ありがとうございます。これも非常に重要な問題ですが、「世界各国、特に発展途

上国をどのように巻き込んでいくのか。また、そのことに配慮した社会構造政策にさせて

いくのか」。世界中の、特に発展途上国のNGOともおつき合いのある浅岡先生からまず

コメントいただいてから、岡田本部長にコメントいただければと思います。

浅岡　途上国、特に中国など排出の多い主要な途上国も、２０１３年以降の次の約束期間は、

削減までいかなくても相応の抑制の行動をとるべきということは、バリの合意の中に入っ

ています。そこに、例えば先ほどの鉄鋼などの、特に排出量の多い国際競争の激しいセク

ターで、効率指標を途上国とも共有していくことがありえます。同じレベルなのか、少し

差をつけるのかはともかく、そこにこそ、セクター別のアプローチは意味があるわけです。

途上国にも何らかの行動指標が設けられ、それを達成するために資金や技術を移転してい

くことがセットになってきますね。NGOも、途上国に資金や技術を入れていくための仕

組みが必要だと考えております。途上国といいましても、全部を途上国でひとくくりにす

るのではなくて、排出が大きく増え、工業化も進んでいるところと、それから本当に被害

だけ受けているような中部アフリカや島嶼国のようなところと、先進国としてやらなけれ

ばいけないことが違ってきます。

岡田　途上国、例えば中国やインドを考えるときに、ある程度の増加の余地というのは認

めなければフェアじゃないと思うのです。１人当たりで見れば、特にインドなんかそうで

すけれども、まだまだ先進国と比べれば少ないわけで、これから豊かになっていこうとい

う国に、同じように「全部半分だよ」と言ってしまえば、もうこれからは車は持つな、家

電製品も持つなと、それを強いることになるわけです。最終的な長期目標では、わが党の

菅さんなんかよく言われるのですが、１人当たりでイコールにするべきであると。

　ただ、それを２０５０年の段階でやっちゃうと、日本も含めた先進国はとてもつらいことに

なりますので、今は大きな声では言わないほうがいいかもしれませんが、長い目で見れば、

やはり１人当たりでイコールにしていくということだと思います。

　途上国をより炭素の排出の少ない産業構造にしていくというときに、やはり先進国の技

術に対するニーズが非常にあるわけで、これは産業界から見ればビジネスチャンスとも受

けとめられるわけで、さまざまなすぐれた技術を持つ日本の企業にとっては、大きなチャ

ンスがそこにあるということだと思います。

　それから、よく日本が削減目標を出すと途上国の取り込みができなくなるのではないか

という見方がありますね。インドや中国をこの枠組みの中に入れていくことは非常に重要

ですが、それは日本がむしろきちんと自分自身の目標値を持つことが彼らを枠組みの中に

入れていくことにつながるのだと思います。彼らが言っていることは、先進国がまず責任

を果たせと。今までCO２を排出してきたのは先進国だから、まずそこがきちんとやれとい

うことを言っているわけで、先進国がみずからの削減目標を持つ中で日本が持たないまま、

その理由は途上国を取り込むためだと言い続けたというのは全く転倒した議論で、私はよ

くわからない。今はそういう議論は恥ずかしくて言えなくなっているのだと思いますが、

いかがなものかなと思います。

福山　岡田本部長が言われた１人当たりの排出削減ですが、今、日本での１人当たり年間
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排出量が１３トンくらいですね。２０５０年に世界で半減以上ということになれば、これを１人

当たり２．７トンくらいにしなければいけません。相当のパラダイムとライフスタイルのチ

ェンジがない限り、排出量を１３トンから２．７トンにするなんていうのは困難です。つまり、

そのくらいドラスティックな変化の中に我々は今から飛び込まなければいけないのだろう

なと思っています。

ま　と　め

福山　末吉先生から、最初のプレゼンテーションをいただいたときに、福田内閣の内幕

があります、とおっしゃいました。なおかつ政府の地球温暖化問題に関する懇談会のメ

ンバーに末吉先生は入っておられます。政府・自民党含めて、その辺の空気みたいなも

のを、言える範囲で結構ですので、もし皆さんにご紹介いただければありがたいなと思

います。

末吉　この懇談会（地球温暖化問題に関する懇談会・通称低炭素社会懇談会）のルールと

して、自分の言っていることはいいが、他人のはquote（引用）するなという、「チャタム

ハウス・ルール」というそうですが世界共通のルールがありますので、ほかの方のことは

申し上げられませんけれども、一言で言えば福田総理は相当やる気になっていらっしゃる

のじゃないかとお見受けします。ですから日本に新しい政策が生まれることを個人的には

強く期待しております。

　いずれにしましても、冒頭も申し上げましたとおり、日本は早くポジション・ステート

メントを出すべきだと思います。日本がどの立ち位置をもって、将来に向かって何を考え

ているのかを、国内はもとより国際社会にもはっきり言うべきであります。そのポジショ

ン・ステートメントのもとで打ち出される政策が、海外から見たり聞いたりして、信頼で

きる、議論をしてもいい、一緒にやろうじゃないかということを生むのではないかと思う

のです。確かに、短期の意味では国際交渉上のテクニック的なこともあるのでしょうけれ

ども、やはりこういった大きな目標に向かって、しかも実現できるかできないかのような

大きな目標に向かって、でもやらなきゃいけないというようなことについては、これは個

人であってもそうですし、企業であってもそうですし、一政治家であってもそうです。あ

いまいな態度では誰も言うことを聞いてくれないと思います。ですから、ポジションをし

っかりと言う。

　これは私が勝手に言っているのではありません。海外の大きないろいろな企業が今「自

分たちはこう考える」ということをはっきり言い始めています。業界団体で言っているの

ではありません。一私企業として、自分の企業の名前で言っているのです。「科学的知見

を前提に考えるとこうだから、我々は自分たちの事業を通じてこういうことをやるのだ」

と言っているのです。これは非常に明快で、はっきりしています。

　海外との議論をするときに、私はこれをやります、これをしません、ああしますという、

そこの具体的な議論も重要ではありますけれども、一番重要なのは何かと言いますと、ビ

ジョンです。特にこういう将来にわたっての問題を議論するときには、行き先を示さない

人の意見なんて、皆さん、聞きたいと思いますか。どこに行くかわからない人から、「私

は今ここでこういうことをしていきます。しかも過去はこういうことをしてきました」と
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いうような話で、共感性を得られるでしょうか。私は、欧米と議論をするには、ケンカの

作法があると思います。やはりビジョンを立てるべきです。「そのビジョンを実現するた

めには我々はこういう能力を手に入れるのだ。その能力を手に入れた暁には、こういう具

体的な政策実行をしていくのです」、そういうことを理路整然と明確に打たないと、海外

との論争・議論ができないと思います。自分たちはこういうことをやっているのだ、こん

ないいことをやっているのだ、男は黙っていいことをしているじゃないか、ということで

は今の温暖化問題で世界の中で日本の立場を聞いてくれる人は非常に少ないと思います。

我々ははっきりとポジション・ステートメントを持つべきです。

　これは皆さん方もそうです。一人ひとり、この問題について自分はどういうポジション

を持って、しかも、どういうコミットメントをするかですよね。ポジションをはっきりと

打ち立てて、それへのコミットメント、これがあって世界は我々の言うことを聞くし、皆

さんの言うことを聞くのだと思います。

　ぜひ我々はそういったことを手に入れながら、しかも日本というのは炭素制約のない時

代に、こんないい生活をつくり上げたのではないですか。GDP第２位というのは、炭素制

約のない時代ですよ。途上国を含め世界の多くの国は、これからこういう立派なホールを

持ちたい、立派な電話機を持ちたいといったときに、炭素制約がワッとかかってくるので

す。そのことを皆さん、どう思いますか。

　そういったことへの配慮、思いやり。先ほど途上国へのお話がありましたけれども、今、

１日１００円玉１個で暮らしている人が１０億人いるそうじゃないですか。１００円玉２個にした

ら２３億人だという統計が出ています。３人に１人は１００円玉２個以内で毎日の命をつない

でいるのですよ。この部屋に何百人おられるか知りませんけれども、こちらの３分の１は

１日２００円で暮らせという話です。我々はもっとそういったことへの倫理観を持とうじゃ

ないですか。

　私はこの問題を考えるときに二つの要素が非常に重要だと思っています。一つは、そう

いったことにどう配慮するかの倫理の視点です。もう一つは、やはり社会を動かしていく

にはお金が要るのです。お金をどこにうまく使うのかが勝負の分かれ目になります。です

から倫理とお金でこの問題をどう早く解決するのかをみんなで一生懸命考えるべきじゃな

いかと思っております。

福山　実は開会前に、１時間半のシンポジウムは長いのではないかと、パネリストの先生

方とお話をしていました。しかし、あっという間にあと５分を残すのみとなりました。

　今、末吉先生からほぼまとめのご発言があったと承らせていただき、浅岡先生、諸富先

生から、今年の洞爺湖サミットや来年コペンハーゲンで開催されますCOP１５、いわゆるポ

スト京都に向けてのいろいろな思い、決意、何でも結構でございますので短くご発言いた

だいて、ラストは岡田本部長に民主党としての決意等々を述べていただければと思います。

浅岡　１０年間、国際交渉を見てきまして、日本はいつも交渉の足を引っぱってきたと痛感

します。これを繰り返すのではなくて、この洞爺湖を機にトップにジャンプをしてほしい

と思っています。

　気候を安定させるためにどうしても必要な大きな削減の実現には、産業セクターや発電

部門で減らしてくださいと言うだけではできないと思います。私たち自身も、家庭の中で

もそうですし、中小事業者だってできることはあるし、まちづくりからしても変えなくて
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はいけない。社会の仕組みをすっかり低炭素社会型につくり変えようということですので、

そのために我々も行動することが必要です。

　その関係で一言だけ、末吉先生が「お金の使い方だ」と言われたのですが、私は家庭部

門でそのことを申し上げているのです。これから私たちは家庭でも、家計における投資を

考えないといけない。少しお金に余裕がある人は、いい家をつくってください、あるいは

いいリフォームをしてください、太陽光発電を乗せてくださいと。そういう投資が高まれ

ば、産業を興すでしょうし、我々も快適な住生活が得られ、エネルギー消費を減らすこと

ができ、地球環境にも貢献します。でも、その前に、電力のもとである発電所も、今のよ

うに石炭火力をふやすのではなくて、発電効率がよく、天然ガスや再生可能エネルギーな

ど最も炭素排出が少ない形をとってくださいと。両方が必要です。

　あまりお金に余裕がない人も、必要な電気製品を買いかえる機会があります。電気製品

や自動車が寿命となり買い換えるときに、少し投資をする発想で、より効率のいい製品に

お金を投じましょう、そうしやすいような税制や融資の仕組みを政治がつくってください

と。

　しかし、その余裕がない貧しい人たちがいます。これから排出量取引が導入されれば、

末端価格に少しは転嫁されていきます。税も入れば、エネルギー価格は高くなっていく

でしょう。ガソリンも、今の石油価格高騰とは別に、高くなるでしょう。それに対応で

きない貧しい人もいます。アメリカの法案を見ると、本当に感心します。ヨーロッパで

もそうです。貧しい人には、オークションなどで得た収益で、エネルギー価格が高くな

ることに必要な対策を社会的に賄うことを予定しています。そこまで考えて、既に低炭

素社会の仕組みをつくろうとしています。

　私たちも、こうした世界の流れも頭に置きながら、新しいルールをつくろうというキャ

ンペーンをしていく予定です。日本がCOP１５の合意形成のプロセスで先頭の組にいてほし

いと思います。最後尾で全体の足を引っぱることにはならないようにしていきたい。皆様

と一緒にやっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

諸富　ここ数年、京都議定書がある種の不平等条約で日本に非常に厳しい目標を課してき

たという、それに対する産業界の怨念とも言える思いがあってのことだと思いますが、や

はりポスト京都に向けても例えば国別数値目標はできれば避けたい、排出量取引もいやだ

と、ずっとこういう形で産業界が主張し、日本政府はそれに影響を受けて態度をあいまい

にして来たわけですけれども、結局、この間の流れを見ていますと、だんだんと外堀を埋

められて、最後は受け入れざるを得ないということの繰り返しであったように思うのです。

　末吉先生に全く同感しながら聞いていたのですが、洞爺湖サミットを通じてこの先とい

うことで言えば、過去いかに自分たちがすごい努力をやってきたかを語るのではなくて、

これまでの経緯の悪循環を今ここで断ち切るべき時期に来たのではないかと思います。つ

まり、未来のことをきっちり語って、むしろ我々のビジョンをここで示していく。追い込

まれて受け入れていくという姿ではなくて、日本がビジョンをきちっと示していくという

転換点にぜひしてほしいと思います。

岡田　重なりますけれども、結局、いやだ、いやだと言いながら、結局やらされている姿

というのは、“内向き日本”の象徴みたいな話ではないかと思うんです。そうではなくて、

この温暖化の問題を、すばらしい日本をつくる、そして持続可能な地球を残して次世代へ
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の責任を果たす、そういう大きなチャンスだととらえて、ぜひ前向きに取り組んでいかな

ければいけないと思います。民主党としてもとにかく前進あるのみ、そういうふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いをします。（拍手）

福山　４人のパネリストの方々には本当に素敵なお話をありがとうございました。コーデ

ィネーターは拙かったのですけれども、何の事前の打ち合わせもないにもかかわらず、本

当にすばらしいお答えをいただいたパネリストの皆さんに、もう一度拍手をお願いいたし

ます。（拍手）

　私は温暖化問題に関連して世界中をずっと回っています。１０年の間に、ヨーロッパやア

メリカなどの温暖化問題に関わっている指導者、研究者、シンクタンクの方、ビジネスマ

ン、いろいろな方々に会いました。その際に、私は習慣として全員に「あなたはclimate 

change（気候変動）について、将来に対して悲観的ですか、楽観的ですか」と質問をして

います。ヨーロッパ、アメリカの専門家で、悲観的だと答えた方は、実は１人もいません。

私はそこに一つの人類の希望を見ています。今日のお話にもありましたように、あまり内

向きではない議論を今後もしていきたいと思います。

　最後にもう一つだけ紹介して終わりたいと思います。ある町の５０世帯くらいで、日本の

トップランナーの電化製品に全部買いかえて１カ月間測定する実験をしたところ、各家庭

の二酸化炭素排出量は４割減ったそうです。つまり、新たな可能性を探れば、新たなマー

ケットもできる、二酸化炭素の排出も削減できる、新たなライフスタイルもでき上がる。

そのために政治の果たす役割は非常に大きいと思っておりまして、今日のこのシンポジウ

ムにたくさんの方がお越しいただいたことに感謝を申し上げますとともに、このことを機

に日本の温暖化政策が前に進んだと言われるように、我々も努力をすることをお約束して、

終わりたいと思います。

　ご清聴ありがとうございました。（拍手）

閉会のあいさつ

岡崎　皆さん、どうもありがとうございました。浅岡さん、末吉さん、諸富さん、岡田本

部長、コーディネーターの福山さん、どうもご苦労さまでございました。

　民主党の環境シンポジウム、いかがでございましたでしょうか。私たちはつくりました

この法案にしっかりと命を吹き込んでいく。そしてあらゆる分野が問われます。産業や企

業や輸送や業務や消費者、一人ひとりが新しく低炭素社会に向けて一歩を踏み出すことが

問われております。ご一緒に踏み出していきたいと思っておりますので、今後とも民主党

をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。（拍手）

　午後９時６分閉会
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